
現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

大

橋

英

夫

は
じ
め
に

中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
関
係
は
、
摩
史
的
に
み
て
も
極
め
て
重
大
か
つ
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
後
の

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
っ
地
方
主
義
」
や
寸
独
立
王
国
L

に
対
す
る
警
告
と
批
判
は
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
き

Amo
一
九
七
八
年
末
の

中
間
共
産
党
第
一
一
期
三
中
全
会
以
後
の
改
革
・
開
放
期
に
お
い
て
も
、
中
央
と
地
方
の
関
係
は
、

権
譲
利
し
の
進
展
に
伴
い
、
ま
ず
ま
ず
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。

一
連
の
地
方
分
権
化
、

い
わ
ゆ
る
「
放

改
革
・
開
放
期
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
関
係
は
、
こ
の
寸
放
権
譲
利
」
が
も
た
ら
し
た
「
地
方
主
義
L

の
台
頭
と
い
う
見
解
に
代
表

さ
れ
よ
う
α

し
か
し
こ
れ
は
「
放
権
譲
利
L

の
も
と
に
お
り
る
中
央
と
地
方
の
関
係
を
比
轍
的
に
表
現
し
た
見
解
で
あ
る
と
し
て
も
、
必

ず
し
も
両
者
の
関
係
を
正
確
に
表
現
し
た
見
解
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
。
改
革
・
開
放
期
の
中
国
に
お
い
て
は
、
中
国
の
歴
代
王
朝
末
期

に
み
ら
れ
た
よ
う
な
軍
関
割
拠
の
混
乱
し
た
状
況
が
再
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
建
国
以
来
の
国
民
統
合
の
努
力

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係
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に
よ
り
国
民
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
き
た
中
国
が
瓦
解
方
向
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
今
日
の
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
関

係
は
、
中
央
が
地
方
に
対
す
る
「
放
権
譲
利
」
を
進
め
た
結
果
と
し
て
、
中
央
の
政
策
的
意
向
が
地
方
の
政
策
遂
行
に
反
映
さ
れ
難
く
な
っ

て
き
た
点
に
そ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
改
革
・
開
放
期
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
れ
・
に
大
き
な
影
響
を

及
ぽ
し
う
る
財
政
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
財
政
制
度
は
人
事
制
度
と
な
ら
ん
で
、
中
央
が
地
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
場
合
の
重
要
な
政
策
手
段
で
あ
る
。
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係
に
関
し
て
は
、
制
度
面
で
の
考
察
を
は
じ
め
と
し
て
、
す
で
に
い

く
つ
か
の
研
究
成
果
が
み
ら
れ
〈
ぞ
そ
し
て
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
中
央
が
財
政
管
理
体
制
の
改
革
を
進
め
た
結
果
、
改
革
・
開
放
期
の

中
国
で
は
、
豊
か
な
財
政
基
盤
を
背
景
と
す
る
「
強
い
地
方
」
と
厳
し
い
財
政
状
況
に
直
面
す
る
「
弱
い
中
央
」
か
ら
な
る
中
央
・
地
方

関
係
が
出
現
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
と
は
若
干
異
な
る
立
場
を
と
っ
て
い
針
。
す
な
わ
ち

「
放
権
譲
利
」
に
よ
っ
て
、
地
方
は
自
主
権
を
拡
大
す
る
一
方
で
、
改
革
・
開
放
期
に
お
け
る
最
大
の
課
題
で
あ
る
経
済
建
設
に
関
し
て

は
、
自
己
資
金
の
調
達
に
追
わ
れ
る
状
況
に
陥
っ
た
。
こ
れ
が
経
済
的
な
「
地
方
主
義
L

を
助
長
し
、
ま
た
拝
金
主
義
的
な
寸
向
銭
看
し

の
風
潮
の
も
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
越
権
、
不
法
行
為
の
台
頭
を
招
き
、
結
果
と
し
て
中
央
の
政
策
的
意
向
が
地
方
の
政
策
遂
行
段
階
で
貫

徹
し
難
い
状
況
が
生
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
わ
げ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
改
革
・
開
放
期
の
中
国
に
お
け
る
財
政
構
造
を
概
観
し
た
後
、
い
ま
だ
不
透
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
中
央
・
地
方
財
政

関
係
の
制
度
的
な
変
遷
過
程
の
把
握
に
努
め
る
。
次
に
財
政
管
理
体
制
の
改
革
が
誘
発
し
た
こ
つ
の
問
題
点
、
す
な
わ
ち
「
諸
侯
経
済
」

と
寸
擁
派
」
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
し
て
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係
の
具
体
的
事
例
と
し
て
、
改
革
・
開
放
の
最
大
の
受
益
者
と
い
わ
れ

る
広
東
省
と
中
央
の
財
政
関
係
を
取
り
上
げ
、
最
後
に
九
四
年
に
実
施
さ
れ
た
分
税
制
導
入
の
意
味
を
考
察
し
て
み
た
い
。



中
央
・
地
方
財
政
関
係
の
変
遷

七
0
年
代
末
か
ら
八

0
年
代
を
通
し
て
、
中
国
で
は
農
産
物
質
上
価
格
の
引
き
上
げ
、
国
営
企
業
の
経
営
不
援
や
価
格
改
革
に
伴
う
補

改
革
・
開
放
期
の
財
政
構
造

助
金
の
急
増
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
財
政
事
情
は
極
め
て
厳
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
る
。
財
政
収
支
は
七
九
年
以
後
、

八
五
年
を
除
き
赤

{
子
を
記
録
し
て
い
る
(
表
1
)
。
し
か
し
中
国
で
は
内
外
の
債
務
収
入
が
財
政
収
入
に
繰
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
財
政
収
入
か
ら
控

し
か
も
赤
字
幅
は
年
々
拡
大
基
調
に
あ
る
。
中
国
の
財
政
当
局

者
自
ら
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
今
日
の
財
政
面
に
お
け
る
困
難
は
撞
め
て
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
。

除
す
る
と
、
財
政
収
支
は
七
九
年
以
後
一
貫
し
て
赤
字
を
続
け
て
お
り
、

し
か
も
近
年
、
中
国
経
請
に
占
め
る
国
家
財
政
の
比
重
は
年
々
低
下
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
「
予
算
外
資
金
」
と
呼
ば
れ
る
企

業
な
ど
の
留
保
資
金
は
急
増
傾
向
に
あ
り
、

い
ま
や
財
政
(
予
算
内
)
収
入
と
肩
を
並
べ
る
ま
で
の
規
模
に
膨
張
し
て
い
る
(
表
2
)
。
す

な
わ
ち
企
業
な
ど
の
税
引
前
利
潤
の
う
ち
納
税
、
上
納
す
る
部
分
が
相
対
的
に
減
少
し
、

資
金
が
急
増
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
予
算
外
資
金
の
増
加
は
弾
力
的
な
投
資
計
画
を
遂
行
す
る
う
え
で
必
ず
し
も
否
定
さ
れ

一
方
、
企
業
な
ど
が
留
保
し
、
裁
量
権
を
も
っ

る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
中
国
経
済
の
マ
ク
ロ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
能
力
を
著
し
く
也
下
さ
せ
る
方
向
に
機
能
し
て
い
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
こ
で
中
央
と
地
方
の
財
政
資
金
の
分
配
状
況
に
眼
を
転
じ
る
と
、
財
政
収
入
を
み
る
限
り
、
七

0
年
代
末
か
ら
八

0
年
代
中
ば
に
か

け
て
中
央
の
シ
ェ
ア
が
予
想
に
反
し
て
急
速
に
上
昇
し
て
い
る
(
表
3
)
。
し
か
し
こ
れ
は
中
央
に
徴
税
責
任
の
あ
る
部
分
が
中
央
収
入
と

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

一一一一一一



1 財政収支の推移

73.1 1.115.0 チ 25.5 98.6 

83.9 1.153.3 29.3 -11:3.2 

79.4 1，292.5 . 43.5 -122.9 

77.3 1，546‘4 44.5 一121.8

89.9 1.844切8 21. 6 -68.3 

138.3 2.330.8 -70.6 -208.9 

169.6 2，448.5 79.5 249.1 

270.8 2，706.6 78.6 -349.4 

283.0 3，040.2 -92.3 375.3 I 

375.5 3，452.2 -139.6 515.1 

461. 4 3，813.6 '202.7 

669.7 4.389.7 -236.6 

資料. ÙO中国統計年鑑~ 1993年版より作成。

表 2 財政(予算内)収入・予算外収入の規模
単位:億元、%

ーでr戸f③GNP ②/①①/③(①十②)/③

1979 1 1，067.96 1 452.85 1 3，998.11 42.4 I 26.7 I 38.0 

1980 1 1，042.22 I 557.40 1 4，470.0 I 53.5 I 23.3 I 35.8 

1981 1，016.38 601. 07 4，773.0 59.1 21.3 33.9 

982 l. 083. 94 802.74 5，193.0 74司 1 20.9 36.3 

983 1，211.16 967司 68 5，809.0 79.9 20.8 37.5 

984 1，467.05 1，188.48 6，962.0 8l.0 21.1 38.1 

985 1，837.16 1，530.03 8，557.6 83‘3 21.5 39.3 

986 2，184.52 1，737.31 9，696.3 79.5 22.5 40.4 

987 2.262.42 89‘7 20.0 38.0 四

988 2，489.41 2，270.00 114，068.2 91.2 17.7 33.8 

989 2，80:3.81 2，658.83 15.993.3 94.8 17.5 34.1 

990 3.134.34 2.708.64 17，695.3 86.4 17.7 33.0 

991 3，430.75 3.243.31 20.236.3 94.5 16.9 33.0 
一一

資料 rr~中間統計年鑑.n 1993年版より作成。



表 3

財政 財 政 予算外 予算外

収入中 央 地Jj 支出 rt.1央 ttl!:n 収入 中央 地方 支 出 中央 士'IllJi

1978 1，121.1 hu 85.:1 1， 111.0 317.11 

1979 1，103.3 17.1 82.9 1，273.9 47‘9 52.1 452.85 

198り 1，085.2 19.3 811.7 1，212.7 50.7 49.:1 557.40 

1981 1，089.5 20.6 79.4 1，115.0 50.8 49.2 601.70 

1982 1，124.0 23.0 77，0 l、153.3 48，1 51.9 802.74 33.7 66，3 7:H.53 30.日69.1 

1983 1，249.0 29マ自 70.2 1，292.5 48.2 51.8 世67.6837.2 62.8 87;;.81 34.3 35.7 

1984 1，501.9 34.9 65‘1 1，546.4 46.6 53.4 1，188.48 39.6 60.4 1，114.74 37.7 32.3 

198;' 1，866.4 37.日62.1 1，8.H.8 44.5 55 伊 5 1，5:lO.0:1 41.6 58.4 1，:375.03 40.9 59.1 

1986 2，260.3 40.6 59.4 2.:;30.8 39.3 60.7 1，737.31 41.2 58.8 1，578.37 40.6 59.4 

1987 2、368.9 38.2 61ョ持 2，44自5 39.5 60.5 2，028.80 40‘8 59.2 1，840.75 40.3 59.7 

1988 2，628‘o :19.8 60.2 2，706.6 :15.9 64町l2，270.00 38.4 61.6 2，145.27 39.3 60.7 

19が} 2，947.9 37.5 62.5 :l， 040.2 33.2 66.8 2，6;'8.83 40.3 59.7 2，50:UO 39.0 日1.0

19官。 3.312.6 41 :~ 58.7 3.452.2 36.5 63.5 2，708.64 :19.6 61)"! 2，707.06 :38.3 61.7 

1991 3.610.9 削 3山 l山 7.413.092.26140

1992 4，153.1 139.7160.:11 .1.389.7 141.4158.6 

中央と地方の財政(予算内)・予算外収入・支出
単1fL・億光、%

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

資料:財政部総合計 l踊吉j編 "'t'E~]財政統計(1950 1991).1科学出版社、 1992年、 r中悶統計年鍍A

1993司版より作成。

し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
財
政
支
出
の
中
央
と

地
方
の
分
配
状
況
を
み
て
み
る
と
、

八

0
年
代
を
通
し
て
地
方
の

シ
ェ
ア
が
一
貫
し
て
上
昇
し
て
お
り
、

ま
た
予
算
外
資
金
に
関
し
て

も
、
収
入
、
支
出
の
双
方
に
お
い
て
地
方
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て

い
る
。(2) 

財
政
管
理
体
制
の
改
革

七
八
年
末
の
中
共
一
一
期
三
中
全
会
以
後
、
中
国
で
は
地
方
の
積

極
性
を
引
き
出
す
た
め
に
本
格
的
な
財
政
管
理
体
制
の
改
革
が
着
手

さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
中
国
の
財
政
と
い
え
ば
、
中
央
集
権
的
な
社

会
主
義
計
画
経
済
体
制
の
も
と
で
「
統
一
収
入
、
統
一
支
出
」
の
一

か
つ
硬
直
的
な
管
理
体
制
が
と
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
七

O

元
的
、

年
代
末
か
ら
八

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
中
国
は
い
わ
ゆ
る
「
洋
躍

進
L

の
も
と
で
の
基
本
建
設
投
資
の
急
激
な
拡
大
、
農
産
物
質
上
価

格
の
引
き
上
げ
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
未
曾
有
の
財
政
危
機
に
陥

っ
た
。
そ
こ
で
八

O
年
二
月
に
国
務
院
は
次
の
よ
う
な
方
針
の
も
と

に
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係
の
改
革
を
打
ち
出
し
〈
問
。
第
一
に
、
財

一
二
五
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二
社
吃
飯
(
ひ
と
つ
の
か
ま
ど
で
飯
を
食
う
)

L

体
制
か
ら
一
分
れ
吃
飯
(
か
ま
ど
を
分
げ
て
飯
を
食
う
)

L

体
制
に
改

一
一
に
、
財
政
分
配
は
1

条
条
(
主
管
系
統
〉
L

と
す
る
体
制
か
ら
「
境
塊
(
地
方
系
統
)
L

を
主
と
す
る
体
制
に
改
革
す

る
r

…
に
、
中
央
と
地
方
の
分
割
比
率
や
補
助
額
は
「
一

か

に
改
革
す
る
。
こ
う
し
て
財
政
管
理
体
制
に

白
人

z
C品川
U
A
I
J
Lし京一

Y
F

晶
ベ
a
7
/
〆れ

ν
ぃムー
t
一

く
ト
L

界
一
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
八

O
年
以
後
の
一
一
一
度
に
わ
た
る
財
政
管
理
体
制
の
改
革
の
経
緯
を
簡

単

っ
て
お
こ
、
フ
。

門八

O
年
改
革
〕

八
O
年
の
改
革
?
は
、

1

制
分
収
支
、
分
級
諮
負
し
の
も
と
で
、
中
央
と
地
五
の
財
政
収
入
が
区
分
さ
れ
た
。
中
央
財
政
収
入
は
、
①
中

央
間
定
収
入
、
す
な
わ
ち
中
央
所
属
企
業
・
事
業
の
収
入
、
関
税
収
入
、
税
関
が
輸
入
商
品
に
対
し
て
徴
収
し
た
工
商
税
、
鉄
道
部
が
納

付
す
る
工
高
税
、
閣
外
措
款
収
入
、
間
外
借
款
に
帰
属
す
る
収
入
、
公
債
収
入
、
及
び
そ
の
他
中
央
収
入
、
②
地
方
国
定
収
入
の
う
ち
の

中
央
上
納
部
分
、
③
工
商
税
の
中
央
帰
属
部
分
、
ゆ
地
方
が
集
め
中
央
財
政
に
上
納
し
た
企
業
の
減
価
償
却
基
金
か
ら
な
る
α

次
に
地
方

財
政
収
入
は
、
∞
地
方
問
定
収
入
、
す
な
わ
ち
地
方
所
属
企
業
a

事
業
の
収
入
、
塩
税
、
農
牧
税
、
工
商
所
得
税
(
屠
殺
税
、
車
両
船
舶

使
用
税
、
都
市
不
動
産
税
、
家
蓄
安
易
税
、
葉
市
取
引
税
)
、
税
滞
納
金
、
罰
金
収
入
、
及
び
そ
の
地
地
方
収
入
、
②
固
定
比
率
共
有
収
入
、

す
な
か
ち
八

0
年
代
い
い
地
万
か
ら
中
央
に
移
管
さ
れ
た
企
業
(
京
工
企
業
と
欠
損
企
業
は
含
ま
な
い
〉
か
ら
の
収
入
の
二

O
%
(中
央
は

八
O
w
d
、
ゆ
工
商
税
の
地
方
帰
属
部
分
、
④
中
央
財
政
か
ら
補
助
地
区
が
受
け
取
る
定
額
補
助
収
入
か
ら
な
る
。
こ
う
し
て
財
政
収
入
は
、

∞
中
央
財
政
収
入
、
@
地
応
財
政
収
入
、
及
び
③
中
央
と
地
方
が
分
割
す
る
共
有
収
入
の
一
ニ
つ
の
種
類
に
分
類
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
制
度
で
は
地
方
が
共
有
収
入
そ
識
収
す
る
に
際
し
て
何
ら
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
統
一
的
な
比



V' 

0) 

に
予
期
せ
ぬ
財
政
余
剰
、
あ
る
い
は
欠
損
を
も
た
ら
し
た
。
結
局
、

八
O
年

総
じ
て
い
え
ば

な
地
方
は
財
政
余
剰
を
醤
積
し
、

一
方
、

い
地
方
は
さ
ら
い
札
大
き
な
財
政
捗
字
を
記
録
す
る
事
態

ら
、
広
東
・
…
南
藤
両
省
を
除
く
、
名
省
・
市
e

市
治
区
に
対
し
て
一
弾
に
「
総
額
分
割
」
が
実
施
さ
れ
る

... 略環

1弘¥

J¥. 

に
お
い
て
つ
経
詩
体
制
改
革
に
関
す

が
綜
択
さ
れ
る
と
、
国
営
企
業
改
革
の

ザ

、
す
な
わ
ち
罰
営
企
業

ω利
潤
上
納
方
式
か
ら
納
税
方
式
へ
の
改
革
が
本
格
化
し

「
判
改
税
し
に
伴
う
新
税
揮
の
出
現
と

し、

な
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
に
、

J¥ 

一
月
、
国
務
院
は

J
両
分
税
様
、
資
定
収
支
、
分
級
請
A
H
h

の
実
施
に
関
す
る
規
定
L

を
発
布
し

」
引
に
け
は

の
財
政
収
入
京
分
に
変
更
が
加
え
ら
れ
、
中
央
収
入
は
一
一
一
種
類
、
地
方
収
入
は
一
五
機
類
、
共
省
収
入

は
七
種
類
に
細
分
化
会
れ
た
〈
表

4
1
そ
し

地
方
同
定
収
入
が
支
出
を
下
削
る
地
お
は
共
有
収
入
の
一
定
部
分
を
留
保
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
地
方

支
出
そ
上
削
る
地
方
は
中
央
に
余
剰
を
上
納
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

と
共
有
収
入
を
も
っ
て
し
て
も
支
出
を
鮪
え
ず
財
政
赤
字
を
記
縁
し
た
地
方
は
、
中
央
か
ら
補
助
余
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
改
革
は

べ
る
と
、
確
か
に
地
方
の

に
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
地
方
に
と
っ

に
仁
納
大
」
れ
る
こ
と
か
ら
、

や
は
り
税
収
増
加
の
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

レ
u
y
z
ei' 

ィ
ィ
…
/
)

江
蘇
、

ど
の
「
ド
ル
箱
L

と
い
え
る
翁
・
市
の
財
政
収
入
を
引
き
続

1面、許

可一

。←

七



中央と地方の財政収入区分 (1985年)

中央予算街l定収入 地方予算悶定収入 中央地方共有i収入

①中央闘営企業の所得税と調 ①地方国営企業の所得税、調 ①産品税、営業税、付加価値

節税 節税及び請負費 税(石油部、電力部、石油

②鉄道部及び各銀行総行・保 ②集団企業所得税 化学総公可、有色金属総公

険総公司の営業税 ③農牧業税 司所属企業、鉄道部及び各

③箪工企業の収入 ④船舶車両使用税 銀行総行・保険総公司の納

④食糧、綿花、食用油の苦手l増 ⑤都市不動産税 付部分を除く)

寅付補助(負数) ⑥屠殺税 ②資源税

⑤焼油特別税 ⑦家高取引税 ③建築税

⑥関税及び税関が代現徴収す ⑧築市交易税 @塩税

る産品税、付加価値税 ⑨印紙税 ⑤個人所得税

⑦専項調節税 ⑩地方企業務負収入 ⑥悶営企業奨金税

⑧海洋石油外資・合資企業の ⑪地方経営食糧、供鈎企業の ⑦外資・合資企業の工商統一

工商統一税、所得税及び鉱 欠損(負数) 税、所得税(海洋石油企業

区使用資 ⑫納税滞納金、罰金収入 を除く)

⑨国債収入 ⑬都市維持建設税

⑩i耳家エネノレギー交通重点建 ⑬石油部、電カ部、石油化学

設基金 総公司、有色金属総公司所

⑪お油部、電カ部、石油化学 属企業の産品税、営業税、

総公司、有色金属総公司所 付加価値税の30%

属企業の産品税、営業税、 ⑬その他収入

付加価傾税の70%

⑫その他収入

表4

一
二
八

き
確
保
す
る
方
針
を
採
っ
た
。
ま
た
八
五
年
改
革
の
最

資料 :1穣如龍>'r当代中国財政(上)J 中国社会科学出版社。 1988年、 374~375頁より作成。

大
の
争
点
は
、
中
央
と
地
方
の
間
定
収
入
源
を
税
種
に

よ
っ
て
分
離
す
る
寸
画
分
税
種
L

で
あ
る
。
中
央
の
財

政
収
入
の
増
加
を
目
的
と
し
た
「
画
分
税
種
」
は
、
予

想
通
り
地
方
の
猛
反
発
を
受
け
、
結
局
、
財
政
部
の
改

草
案
は
越
紫
陽
が
率
い
る
中
央
財
経
小
組
に
よ
り
ニ
年

間
棚
上
げ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
{
問
。
そ
の
た
め
八
五

ー
八
六
年
に
つ
い
て
は
、
「
総
額
分
割
L

が
暫
定
的
に
実

施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
表
5
)
。

【
八
八
年
改
革
】

企
業
改
革
の
分
野
に
お
い
て
「
利
改
税
L

が
大
き
な

成
果
を
残
せ
ぬ
う
ち
に
、

八
七
年
頃
か
ら
企
業
に
多
大

な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
を
与
え
る
利
潤
請
負
制
が
急
速
に

広
ま
っ
た
。
し
か
し
利
潤
負
制
の
普
及
に
伴
い
企
業
の

留
保
利
潤
が
拡
大
す
る
と
、
地
方
収
入
の
大
幡
な
減
少

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
吉
林
、
江
蘇
省
を
は
じ



表5 中央と地11の予算総額分割比率と補助額 (1985年)

現
代
中
国
に
お
の
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

総額分割(%)

上地天詞化 津海花区坑 地方幼幻6499清日45似保540率 中央673別610上4045納55 6 0 率

地区 一上桝江蘇 40.00 1 60.00 

世丹 江 5:;.00 45.00 

安徽 80.10 1 19.90 

11.1 策 59‘00 I 41ρ。
19.00 

12.00 

武漢市参!照

君主俊市君主照

A領補助

広

計閥単l列都市(%)

2.35 

主主:計画4単列J都市ω うち間後'と広JHは財政官ÍÎ では「不可iÍ.~lJJ 。

資料:陳如1吉II";fi代中関財政 U:)J [1' 関社会科'学出版社、1'188年、 376~:mlf{より作成。

九
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O

め
と
す
る
地
方
か
ら
っ
財
政
請
負
L

の
要
求
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
問
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
背
景
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
八

0
年
代

当
初
か
ら
広
東
省
で
行
わ
れ
て
い
る
財
政
請
負
制
の
成
功
と
い
う
前
例
が
存
在
し
た
。
こ
う
し
て
八
八
年
に
財
政
請
負
制
と
い
う
画
期
的

な
財
政
管
理
体
制
が

れ
た
。
財
政
請
負
制
は
地
方
に
多
大
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
を
与
え
る
と
と
も
に
、
多
く
の
地
方
で
は
地
方
開

保
が
さ
ら
に
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ

当
初
、
一
一
一
年
間
の
予
定
で
始
め
ら
れ
た
こ
の
財
政
請
負
制
は
九

O
年
に
期
限
切
れ
と
な
っ
た
が
、

中
央
§
地
方
と
も
に
満
足
の
ゆ
く
代
替
案
が
見
出
せ
な
い
た
め
に
、
結
局
、
そ
の
後
も
毎
年
交
渉
を
繰
り
返
し
て
更
新
が
続
け
ら
れ
た
。

八
八
年
以
後
、
実
施
さ
れ
た
財
政
請
負
制
に
は
次
の
六
つ
の
類
型
が
あ
る

(表
6
)
。

①
収
入
逓
増
請
負
:
八
七
年
の
地
方
収
入
に
基
づ
き
、
地
方
収
入
の
基
数
と
逓
増
率
、
及
び
中
央
ト
一
納
分
と
地
方
皆
保
分
の
比
率
を
定

め
、
逓
増
率
内
の
収
入
に
つ
い
て
は
そ
の
比
率
で
分
割
し
、
逓
増
率
を
趨
過
し
た
分
に
つ
い
て
は
地
方
が
全
額
'
留
保
す
る
υ

た
だ
し
収
入

が
逓
増
本
に
達
し
な
い
増
合
は
、
地
方
が
自
力
で
不
足
分
を
補
充
す
る
。

②
総
額
分
割
・
・
地
方
収
入
の
総
額
を
毎
年
一
定
の
比
率
で
中
央
へ
の
上
納
分
と
地
方
の
留
探
分
に
分
割
す
る
。

③
総
額
分
割
-
増
分
分
割
・
ム
間
年
度
の
収
入
を
基
数
と
し
、
基
数
部
分
に
は
総
額
分
離
比
率
を
適
用
し
、
基
数
を
超
過
し
た
部
分
に
は

地
方
間
保
分
が
多
く
な
る
別
の
分
割
比
率
を
適
用
す
る
。

⑨
ヒ
納
額
逓
増
諮
負
・
・
中
央
へ
の
と
納
額
の
幕
一
数
と
毎
年
の
逓
増
率
を
設
定
し
、

ぞ
れ
以
外
の
収
入
は
地
万
が
全
額
留
保
す
る
。

⑤
定
額
上
納
-

e

中
央
へ
の
上
納
額
を
同
定
し
、
超
過
収
入
を
す
べ
て
地
方
が
留
保
す
る

G

⑥
定
額
補
助
-
a

毎
年
一
定
額
の
補
助
金
が
中
央
か
ら
交
付
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
財
政
請
負
制
の
導
入
は
、
財
政
管
理
体
制
の
改
革
が
本
来
意
図
し
た
成
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
逆



中央・地方の財政請負関係 (1988~92年)6 
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ん
以
北
樹
山
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地

広

湖

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
、
と
地
方
の
財
政
関
係

定告白繍助金

8.98 

5..33 

15.29 

7.42 

6.n 

品56

1.38 

八
一
目
礼
綴
州
南
海
南

?
土
新
期
比
二
三
丙
海

b三地定額補助金

1.07 

0.45 

1. 20 

1. 2:> 

0‘50 

18.42 

6司o時

14i 林

i1: ri!j 

侠 I冴

け直結

福建

内事~ii

広 樹

注 1: îf\r曜と m肢が財政的に湖北、四川省から分難してから、 ï，~i翁はネットの術íl}J余受取

地区となったため、武漢、靖:療は湖北、間)11省に対しそれぞれ4.78?b、10.7%を上級して

いる。

L :広東はJムチH、際filiは.fiIj安?を合Uo

資料 :1{'，像、王線、郭ヌJfi背!'t'l'ιi地l末比較{媛勢分析:1rj"国首十i両社i版社、 1992年、 28:1頁(原

資料は l組織人事綴.i1991年lH]14EIJ、l?amgopall¥g乱rwala，CII;nl1: Rcforming fl1ter-

gOllcrnl'twntal Fisclll Relatiolls， Wold Bank. 1992. p. 6持及びMichaelW. Bell， Hoe Ee 

Khor.出 ldKalp司naKochhar witb Jun Ma， Simot1 N'詰uiamba，ancl Hajiv LaJl守 China

ai the Threshold of rl ."vfilrket Ei川 omy，1MF， 1993， p. 49より作成。
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の
結
果
を
招
い
説
。

第
一
に
、
地
方
は
財
政
請
負
制
の
も
と
で
中
央
と
の
請
負
契
約
を
達
成
し
さ
え
す
れ
ば
、
地
方
財
政
の
か
な
り
の
部
分
を
留
保
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
地
方
は
財
政
収
入
の
増
加
に
努
め
る
が
、
そ
こ
で
の
主
た
る
収
入
源
は
地
方
所
属
企
業
で
あ
り
、
地
方
政
府
は

地
方
企
業
の
育
成
・
拡
大
に
走
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
地
方
の
利
益
を
最
優
先
す
る
経
梼
的
な
寸
地
方
主
義
」
、
す
な
わ
ち
寸
諸
侯
経

淀川
v

的
傾
向
が
助
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
に
、
財
政
請
負
制
は
景
気
・
価
格
変
動
に
伴
う
企
業
収
入
の
減
少
や
中
央
と
の
請
負
交
渉
上
の
パ

l
ゲ
ニ
ン
グ
な
ど
、
多
く
の
不

確
定
要
素
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
こ
で
多
く
の
地
方
は
、
本
来
財
政
収
入
と
な
る
べ
き
一
部
の
税
金
を
付
加
税
や
税
外
税
の
形
で
徴
収
し
、

そ
れ
を
予
算
外
資
金
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
予
算
外
資
金
の
膨
張
を
促
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
寸
撮
派
」

と
呼
ば
れ
る
税
外
税
の
徴
収
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
次
に
、
財
政
請
負
制
の
導
入
に
よ
っ
て
さ
ら
に
助
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
「
諸
侯
経
済
し
と
寸
擁
派
」
を
取
り
上
げ
、
改
革
・

開
放
期
お
げ
る
地
方
経
済
の
動
向
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
諸
侯
経
済
」
の
台
頭

(
1
)
「
諸
侯
経
済
」
の
背
景

広
大
な
国
土
、
多
様
な
地
域
性
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
中
国
で
は
、
伝
統
的
に
も
、
ま
た
改
革
・
開
放
前
の
中
央
集
権
的
な
計
画
経
済
体

制
下
に
お
い
て
も
、
「
諸
侯
経
済
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
中
央
集
権
化
は
地
方
の
積



極
性
と
柔
軟
性
を
損
な
い
、
行
政
効
率
を
低
下
さ
せ
る
。
し
か
し
地
方
分
権
化
を
進
め
る
と
「
地
方
主
義
」
が
蔓
延
す
る
。
建
国
以
来
の

中
国
経
済
は
ま
さ
に
「
収
」
と
「
放
」
、
す
な
わ
ち
中
央
集
権
化
と
地
方
分
権
化
の
繰
り
返
し
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
七

0
年
代
末
に

改
革
・
開
放
が
全
面
的
に
打
ち
出
さ
れ
、
「
放
権
譲
利
」
が
広
く
進
め
ら
れ
る
と
、
「
地
方
主
義
」
は
ま
ず
ま
ず
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
き

た
。
と
り
わ
け
地
方
の
財
政
請
負
制
が
本
格
化
し
て
か
ら
は
、
何
事
に
も
地
方
の
利
益
が
最
優
先
さ
れ
、
地
方
政
府
は
経
済
活
動
の
管
理

者
か
ら
利
益
主
体
へ
と
大
き
な
変
身
を
遂
げ
た
。

ま
た
中
国
で
は
計
画
経
済
体
制
の
も
と
で
、
久
し
く
複
数
の
価
格
体
系
が
存
在
し
て
き
た
。
八

0
年
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い

て
価
格
改
革
が
着
手
さ
れ
た
が
、
原
材
料
の
価
格
を
低
く
抑
制
し
、
一
方
、
加
工
品
の
価
格
を
高
め
に
設
定
す
る
と
い
う
「
鋲
状
価
格
差
L

の
伝
統
は
依
然
と
し
て
残
存
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
地
元
企
業
の
収
入
増
加
を
最
大
の
目
的
と
す
る
地
方
政
府
の
産
業
育
成
策
は
必
然
的

に
加
工
業
に
傾
斜
す
る
こ
と
と
札
制
。
も
ち
ろ
ん
慢
性
的
に
品
薄
の
原
材
料
か
ら
加
工
品
ま
で
の
一
貫
生
産
を
進
め
れ
ば
、
そ
の
地
方
で

生
じ
る
付
加
価
値
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
し
か
し
一
般
に
原
材
料
工
業
は
多
大
な
投
資
を
要
す
る
た
め
、
地
方
が
自
己
資
金
で
こ
れ
を

整
備
す
る
に
は
か
な
り
の
困
難
が
伴
う
。
ま
た
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
投
資
に
関
し
て
は
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
許
認
可
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
規
制
が
存
在
す
る
。
結
局
、
地
方
は
留
保
資
金
の
範
囲
内
で
、
高
価
格
に
設
定
さ
れ
た
製
品
を
生
産
す
る
小
規
模
な
加
工
業
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
へ
の
投
資
に
走
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
八

0
年
代
の
中
国
で
は
、
各
地
で
家
電
製
品
、
繊
維
製
品
、
酒
、
タ
バ
コ
な
ど
の
消
費

財
工
業
が
、
消
費
需
要
の
飛
躍
的
な
拡
大
と
相
ま
っ
て
、
急
速
な
成
長
を
遂
げ
た
。
地
方
財
政
収
入
の
増
加
の
た
め
に
地
元
企
業
に
対
し

て
は
巨
額
の
補
助
金
を
投
じ
た
過
度
な
肩
入
れ
が
な
さ
れ
、
逆
に
国
家
計
画
や
地
域
間
分
業
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
盲
目
生
産
、
重

複
建
設
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
加
工
業
の
発
展
に
は
原
材
料
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
製
品
市
場
の
確
保
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
は
労
働
力
の
移
動
制
限
が

現
代
中
聞
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

一一
一一一



一
三
四

存
在
す
る
状
況
の
も
と
で
は
、
地
元
で
の
雇
用
機
会
の
創
出
は
重
大
な
政
策
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
八

0
年
代
の
中
国
で
は
各
地
方
が

地
元
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
地
域
間
の
モ
ノ
・
ヒ
ト
・
カ
ネ
の
流
れ
を
著
し
く
制
制
限
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
種
の

「
独
立
王
国
」
が
全
国
各
地
に
形
成
さ
れ
、
中
間
に
は
一
一
一

O
の
「
大
諸
侯
」
〈
省
・
市
・
自
治
区
)
、
一
ニ

O
O
の
「
中
諸
侯
」
(
地
区
・
市
)
、

そ
し
て
二

0
0
0
の
「
小
諸
侯
L

(

県
)
が
存
在
す
る
と
郷
撤
さ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
わ
け
で
あ
制
。

「
諸
侯
経
済
」
の
実
態

改
革
が
本
格
化
し
た
八

0
年
代
前
半
、
「
放
権
譲
利
」
が
徐
々
に
進
め
ら
れ
た
時
期
に
、
各
地
方
は
利
潤
の
高
い
加
工
業
に
資
源
を
集
中

し
、
同
時
に
地
元
加
工
業
に
原
材
料
や
部
品
な
ど
を
供
給
す
る
産
業
の
保
護
に
努
め
た
。
八

0
年
代
半
ば
に
な
り
全
国
的
に
消
費
需
要
が

高
ま
る
と
、
加
工
業
の
生
産
は
さ
ら
に
過
熱
化
し
、
原
材
料
の
「
争
奪
合
戦
」
が
始
ま
っ
た
。
各
地
方
は
各
種
行
政
手
段
を
用
い
て
こ
れ

に
対
抗
し
、
地
元
資
源
の
流
出
を
制
限
し
た
。
っ
繭
大
戦
」
、
「
羊
毛
大
戦
」
、
「
茶
葉
大
戦
」
と
呼
ば
れ
る
状
況
が
出
現
し
た
わ
け
で
あ
討
。

そ
し
て
八
八
年
の
「
治
理
整
頓
」
に
よ
る
経
済
調
整
以
後
、
中
国
経
済
は
深
刻
な
滞
貨
と
資
金
不
足
に
見
舞
わ
れ
た
。
各
地
方
は
モ
ノ
・

ヒ
ト
・
カ
ネ
の
流
入
と
流
出
を
さ
ら
に
厳
し
く
制
限
し
始
め
た
。
こ
の
「
地
方
保
護
主
義
」
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
形
で
現
礼
的
。

O
西
南
の
某
地
区
で
は
他
地
区
で
製
造
さ
れ
た
電
気
メ
ー
タ
ー
の
購
入
・
使
用
を
禁
止
し
、
違
反
者
に
対
し
て
は
電
力
供
給
を
停
止
し
た
。

(2) 
O
田
川
省
で
は
一
九
の
指
定
製
品
を
省
内
企
業
か
ら
購
入
す
る
こ
と
を
義
務
づ
げ
た
。

O
貴
州
省
で
は
自
転
車
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
な
ど
、

一
O
O品
目
の
省
外
か
ら
の
「
輸
入
L

を
禁
止
し
た
。

。
江
蘇
省
で
は
省
外
の
特
定
製
品
に
対
す
る
課
税
を
実
施
し
た
。

O
吉
林
省
の
某
地
区
で
は
岡
県
龍
江
省
、
遼
寧
省
か
ら
の
ビ

l
ル
の
寸
輸
入
」
を
禁
止
し
た
。



。
新
藤
自
治
区
で
は
九

O
年
よ
り
カ
ラ

i
テ
レ
ビ
、
行
齢
、
白
酒
な
ど
、

四
八
日
間
自
の
翁
外
か
ら
の
流
入
を
制
限
し
、
許
可
な
し
に
こ
れ

ら
製
品
を
持
ち
込
ん
だ
企
業
は
利
益
没
収
の
う
え
懲
戒
処
分
と
し

こ
の
額
向
は
近
隣
に
圧
倒
的
な
経
済
力
を
有
す
る
地
方
が
存
在
す
る
場
合
に
よ
り
顕
著
と
な
る
。
例
え
ば
、
改
革
・
開
放
の
最
前
線
に

へ
お
}

位
置
す
る
広
東
省
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
湖
南
省
と
の
聞
で
は
、
深
却
な
っ
経
済
摩
擦
」
が
生
じ
た
。
少
な
く
と
も
八

0
年
代
に
お
い
て
は
、

価
格
改
革
の
進
展
に
よ
り
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
か
な
り
の
部
分
が
市
場
価
格
と
な
っ
て
い
る
広
東
省
と
、
依
然
と
し
て
統
制
師
格
が
多
く
の

分
野
で
残
っ
て
い
る
湖
南
省
と
の
間
に
は
、
同
一
財
a

サ
ー
ビ
ス
の
間
で
大
き
な
価
格
差
が
存
在
し
た
。
こ
の
価
格
差
に
着
目
し
て
、
広

東
省
か
ら
湖
南
省
に
対
し
て
大
量
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
買
付
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
湖
南
省
で
は
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
不
足
状
態
が
さ

ら
に
深
刻
化
し
、
問
時
に
そ
れ
は
イ
ン
フ
レ
圧
力
を
加
速
化
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
湖
南
省
の
物
資
・
商
品
の
み
な
ら
ず
、

労
働
力
、
企
業
家
な
ど
の
人
的
資
源
、
資
本
な
ど
の
希
少
資
源
は
、
広
東
省
の
経
済
成
長
に
貢
献
す
る
要
素
と
な
っ
た
も
の
の
、
逆
に
湖

南
省
自
身
は
経
済
停
滞
や
地
元
産
業
の
不
振
を
経
験
す
る
事
態
に
陥
っ
た
り
ま
さ
に

G
-
ミ
ュ
ル
ダ
l
ル

3
5
5『
玄
背
骨
}
)
の
い
〉
フ

A
-
ハ
i
シ
ュ
マ
ン

(
K
F
5
2門
出
町
田
内

σ
5
2
)
の
い
う
っ
分
裂
効
果
(
℃
♀

R
W丸
一
。
ロ
え
rng)L

が
、
改
革
・
開
放
期
の
湖
南
省
で
現
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

「
逆
流
効
采

(σ
却
の
}
内
認

g
y
m
R
R
Z
)
」、

(3) 

「
諸
侯
経
溝
」
の
影
響

モ
ノ
・
ヒ
ト
・
カ
ネ
の
流
れ
に
対
す
る
人
為
的
な
制
限
は
経
済
活
動
を
著
し
く
歪
め
る
。
「
諾
侯
経
済
」
が
八

0
年
代
末
の
経
済
調
整
に

伴
う
滞
貸
増
大
、
消
費
停
滞
を
さ
ら
に
助
長
さ
せ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
「
諸
侯
経
済
」
の
台
頭
は
中
央
の
政

策
遂
行
能
力
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
結
果
を
招
い
た
。
そ
の
た
め
九

0
年
代
に
入
る
と
、
地
方
の
権
限
に
一
定
の
制
限
を
設
け
る
べ
き
だ

現
代
中
国
に
お
切
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

一一一一五
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F¥ 

と
す
る
見
解
が
各
方
面
か
ら
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
郡
家
華
国
家
計
画
委
員
会
主
任
(
当
時
)

は
「
経
済
は
全
国
的
に

調
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
地
方
の
積
極
性
は
国
家
計
画
と
矛
盾
し
な
い
限
り
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
明
し
、
地
方

の
権
限
縮
小
の
必
要
牲
を
示
唆
し
問
。
ま
た
劉
国
光
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
グ
ル
ー
プ
は
、
経
済
改
革
の
推
進

と
い
う
立
場
か
ら
、
省
政
府
の
権
限
縮
小
を
目
的
と
し
た
四
つ
の
提
言
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
省
政
府
の
経
済
活
動
へ
の
干
渉
を
防

ぐ
た
め
に
、
新
た
に
国
有
財
産
管
理
機
構
を
設
立
す
る
、
②
省
内
の
銀
行
と
省
政
府
の
関
係
を
断
ち
、
中
央
銀
行
の
指
導
権
を
強
化
す
る
、

③
財
政
収
入
面
で
省
政
府
が
地
元
企
業
に
過
度
に
依
存
し
な
い
よ
う
に
財
政
'
収
入
と
徴
税
体
制
を
改
革
す
る
、
④
閤
債
を
発
行
し
、
省
政

府
の
経
済
力
を
制
限
す
る
た
め
に
省
政
府
に
そ
の
購
入
を
要
請
す
る
、
以
上
の
四
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
提
言
の
う
ち
、
第
三
点

は
後
述
す
る
分
税
制
の
形
で
結
実
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
「
諸
侯
経
済
」
は
、
経
請
特
区
や
沿
海
開
放
都
市
の
設
置
な
ど
、
沿
海
地
区
の
優
先
発
展
に
象
徴
さ
れ
る
不
均
衡
発
展
戦
略
の
所

産
で
も
あ
れ
。
経
済
発
展
の
条
件
に
恵
ま
れ
、
し
か
も
政
策
的
に
擾
遇
さ
れ
た
沿
海
地
区
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
、
内
陸
地
区
は
資
源

の
供
給
、
市
場
の
開
放
を
拒
絶
す
る
手
段
に
踏
み
切
っ
た
。
し
た
が
っ
て
1

諸
侯
経
済
」
の
台
頭
は
、
地
域
発
展
戦
略
の
観
点
か
ら
い
え

ば
、
「
地
区
傾
斜
」
の
再
考
を
促
す
要
因
に
も
な
っ
た
。
九
一
年
に
始
ま
っ
た
第
八
次
五
カ
年
計
画
で
は
、
沿
海
地
区
の
優
先
発
展
を
目
指

し
た
「
地
区
傾
斜
L

か
ら
、
基
幹
産
業
の
優
先
的
発
展
を
目
指
す
「
産
業
傾
斜
」
へ
の
転
換
が
基
本
方
針
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
針
。
改

革
・
開
放
の
象
徴
と
も
い
え
る
「
放
権
譲
利
L

と
財
政
請
負
制
、
そ
し
て
沿
海
地
区
発
展
戦
略
は
、
八

0
年
代
末
に
、
そ
の
最
終
目
的
で

あ
る
有
機
的
な
統
一
市
場
の
形
成
と
活
力
に
富
む
国
民
経
済
の
確
立
を
達
成
す
る
前
に
、
再
び
自
ら
の
寸
暴
走
」
に
よ
り
調
整
局
面
に
陥
つ

た
わ
け
で
あ
る
。



「
擁
派
」
の
椙
概

改
革
・
開
放
期
の
中
国
で
は
、
地
方
に
対
し
て
大
胆
な
「
放
権
譲
利
L

が
進
め
ら
れ
、
地
方
政
府
や
各
単
位
は
、
建
国
以
来
、
初
め
て

「
擁
派
」
の
背
景

広
範
な
自
主
権
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
「
放
権
譲
利
」
が
進
む
に
つ
れ
て
、
自
主
権
を
最
大
限
に
活
用
し

て
、
そ
れ
が
生
み
出
す
利
益
を
享
受
す
る
地
方
や
単
位
が
出
現
す
る
一
方
で
、
中
央
政
府
や
主
管
部
門
か
ら
資
金
的
裏
付
け
が
な
い
ま
ま

に
自
主
権
を
付
与
さ
れ
、
深
刻
な
資
金
不
足
に
直
面
し
て
い
る
地
方
や
単
位
も
少
な
く
な
い
。
経
済
特
区
の
設
置
に
際
し
て
、
郡
小
平
は

ー
一
つ
の
場
所
を
指
定
し
、
特
別
区
と
し
て
よ
い
j
i
-
-
-
中
央
に
は
金
が
な
い
か
ら
、
き
み
た
ち
自
身
で
や
り
、
道
を
切
り
開
か
ね
ば
な

ら
な
い
叶
)
と
述
べ
た
。
こ
の
言
葉
は
寸
放
権
譲
利
」
の
本
質
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
地
方
に
対
す
る
自
主
権
付
与
の
見
返

り
と
し
て
、
中
央
は
資
金
面
で
の
支
援
を
保
証
し
な
い
こ
と
を
郡
小
平
は
宣
言
し
た
わ
け
で
あ
る
。

中
央
財
政
に
裏
付
け
ら
れ
た
安
定
的
な
財
政
収
入
か
ら
の
決
別
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
地
方
や
単
位
は
、
収
入
不
足
を
補
う
た
め
に
新
た

な
対
応
を
迫
ら
れ
た
。
ま
た
も
と
も
と
経
済
発
展
、
事
業
拡
大
の
条
件
に
恵
ま
れ
た
地
方
や
単
位
は
、
自
ら
の
裁
量
で
使
用
で
き
る
自
己

資
金
の
充
実
に
努
め
、
予
算
外
の
新
た
な
財
源
確
保
に
奔
走
し
た
。
そ
こ
で
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
の
が
「
擁
派
ヘ
す
な
わ
ち
政
府

部
門
や
関
係
単
位
に
よ
る
不
法
徴
収
、
強
制
的
な
課
徴
金
な
ど
で
あ
る
。
「
擁
派
L

に
は
次
の
よ
う
な
ケ

l
ス
が
含
ま
れ
引
。
例
え
ば
、
①

地
方
政
府
や
関
係
単
位
が
自
ら
の
権
限
を
越
え
て
徴
収
項
目
を
設
定
し
た
り
、

そ
の
範
囲
を
拡
大
し
た
り
、
徴
収
額
を
高
く
し
た
り
す
る

ケ
ー
ス
、
②
本
来
、
無
償
の
サ
ー
ビ
ス
を
有
料
化
す
る
ケ

l
ス
、
③
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
新
た
な
機
関
を
設
置
す
る
ケ
1
ス
、
④
各

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

七



一
T

ゆ{、、
士
山

F1ノ

サ

i
ピ
ス

る
ん
ゾ
!
ス
、

宇品

4
c

保
証
金
、
管
甥
費
、
積
立
金
、
助
成
金
を
徴
収
す
る
ケ
!
ス
、

aw料
金
だ
け

徴
収
し
て
サ

i
ど
ス
そ
挺
供
し
な
い
ケ

i
ス
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ

か
つ
広
範
囲
に
及
ぶ
越
権
、
不
当
行
為
こ
そ
が
ぶ
慨
派
し

の
本
費

(2) 

「
擁
派
」
の
実
態

訴
同
港
の
報
道
に
よ
る
と
、
九
三
年
上
半
期
に
中
間
で
は
一
七
O
件
以
上
の
農
民
暴
動
が
各
地
で
勃
発
し
た
。
こ
れ
ら
農
民
暴
動
の
主
た

る
原
閣
と
し
て
は
、

…
に
、
「
向
い
条
ヘ
す
な
わ
ち
政
府
一
部
門
に
よ
る
農
作
物
の
買
い
上
げ
に
際
し
て
、
農
民
に
発
行
さ
れ
る
手
貯
が
現

f 
引

に

、
文
字
通
り

1

空
宇
都
L

と
な
っ
た
問
題
、
第
二
に
、
農
民
に
不
当
に
課
さ
れ
る
重
い
労
働
負
担
、
そ
し
て
第
三

に
、
税
外
税
と
も
い
え
る
「
機
派
L

が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
国
各
地
で
頻
発
し
た
農
民
暴
動
の
な
か
で
も
、
外
国
の
報
道
機
関
に
も
大
き
く

取
り
上
げ
ら
れ
た
ケ
!
ス
が
田
川
省
楽
山
市
仁
寿
県
の
農
民
暴
動
で
あ
る
J
」
こ
で
は
農
民
の
純
収
入
の
二

0
1三
O
%
に
相
当
す
る

3

擁

一派
L

が
農
民
に
課
さ
れ
、
公
安
局

ω新
築
、
車
問
購
入
、
鼠
駆
除
、
国
道
通
行
料
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
名
目
で
農
民
か
ら
負
担
金
を
徴
収

し
、
こ
れ
を
支
払
え
な
い

ら
は
テ
レ
ビ
や
家
斎
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と

こ
の
よ
う
に
吋
門
出
し
は

に
中
間
各
地
で
表
…
期
化
し
た
農
民
暴
動
の
一
践
と
な
っ
た
。
九
二
年
に
中
国
の
関
係
部
門
が
蘇
北

治
方
j

v

 

ナコ

(}) 

し
、
一
司
話
、
¥

↑

/

4

!

』
/

し、

り
収
入
の
一
八
。
六
九
%
を
占
め

て

ど
の
ほ
か
に
各
橋
撤
収
頃
日
、
す
な
わ
ら
「
擁
祇
」
が
五
一
一
一
項
臼
に
の
ぼ
っ

た
と
い
う
(
表
7
1
こ
の

国
務
院
弁
公
庁
は
、
九

一
月
一
九
日
に
「
農
民
負
担
を
確
実

は

の
一
律
停
止
と
見
践
し
が
発
表
さ
れ
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何
も
中
国
の
農
民
に
だ
け
向
け
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
中
間
に
投
資
し
た
多
く
の
企
業
が
、
程
度
の
差

」
そ
あ
れ
同
様
の
問
題
に
対
し
て
大
き
な
不
満
を
抱
い
て
い
る
。
な

か
で
も
「
擁
派
L

の
あ
ま
り
の
甚
だ
し
き
に
予
を
焼
い
て
い
る
の
が

資料 ~'lilíJt~絞資Jilí &lt'l !耳~26期、 1LJ94 5r 2月10日、 3子1より作成。

台
湾
の
大
韓
投
資
企
業
で
あ
る
。
台
湾
企
業
の
大
陵
投
資
は
寸
同
胞
L

で
怠
り
、

ま
た
中
小
企
業
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
そ
の
発
言
力
や
社
会
的
影
響
力
は
比
較
的
小
さ
く
、

し
か
も
い
ま

で
き
な
い

る
こ
と
か
ら
、

と
か

の
対
象
に
さ

す
い
。
大
陸
投
資
企
業
か
ら
の
多
く

くの
苦
情
に
産
一
闘
し
て
、
台
湾
の
行
政
院
大
陸
委
員
会
と
海
峡
交
流
基

こ
の
問
題
に
対
す
る
本
格
的
な
調
資
に
乗
り
出
し
た

8 

。
こ
の
調
査
に
よ
る
と
、
度
門
、
深
川
、
珠
海
、
断
江
省

紹
興
に
進
出
し
た
台
湾
企
業
の
な
か
に
は
、
「
概
派
L

を
拒
否
し
た
場

断
水
や
停
電
な
ど
の
「
報
復
し
措
置
に
あ
っ
た
企
業
も
あ
る
と

しユ

二一一九



表8 台湾大陸投資企業の経常納入費

項 目 納入費 納 入 単 位

保安費 500元/年 公安局

防犯費 1200元/年 演北派出所

麗 配達費 240元/年 江頭郵電局

門
電話調査費 240元/年 電信局

開
減鼠費 200元/年 居民委員会

暫住証 5元/人/年 演北派出所
Jt 

雇用証 20元/人/年 度門市労務公司

区 婚姻(審査)証 20元/人/年

労保費 20元/人/年

入島費 300元/年 居民委員会

暫住証 122元/人/年 外来人口管理弁公安

作成費 4元/冊 外来人口管理弁公室

植樹費 20元/年 外来人口管理弁公室

深 管理費 5元/月 外来人口管理弁公室

1)11 
計画生育費 1.5元/月 外来人口管理弁公室

工傷保険費 2元/月 外来人口管理弁公室

龍 労働手冊 8元/冊 外来人口管理弁公室

毒筆
臨時居住カード 7元/人/月 当地派出所

雇用審査許可 5元/人 外来人口管理弁公家

鎮 労働契約 3元/部/年 外来人口管理弁公室

管理費 35元/人/月 所属工業区弁公室

市街整備費 0.15元/rr1/年 城市管理弁公室

減鼠費 7000元/年 消毒服務結
」

資料. F両岸経貿通訊』第26期、 1994年2月10日、 4頁。

表 9 大障における台湾系「来料加工」企業の経常納入費(深刻|坪地鎮)

項目 納 入 費 項目 納 入 費

加工重量 560冗/人/月(香滋ドル) 土地管理費 60~80元/人/月

リース料 6.8元/rcf/月 外経委手数料 400~600元/月

治安費 治安弁10元、派出所20元 保険費 3冗/人/月

紹介費 労働管理姑24元、エ本費1.5元 就業設 1200元/人/年

労働管現費 6][;/人/月 計画生育費 12}[;/人/年

監証資 6][;/人 変圧器管浬費 30元/月

治安費 2()0~400元/月 門前三包費 1200元/年

環境保護費 300~600元/月 衛生消毒費 0.15元/rcf/月
緑化費 20元/人/年 加工質管理費 加工貨の15%(呑滋ドル)

健康検資事費 19光/人/年 都市管理費 即時納入

資料 r両岸緩貿通訊』第26期、 1994年2月10FJ、5賞。
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(3) 

「
擁
派
」
の
影
響

改
革
・
開
放
期
に
お
け
る
中
国
の
経
済
過
熱
の
一
因
は
、
予
算
外
資
金
に
よ
る
投
資
の
拡
大
に
あ
る
。
経
済
改
革
の
過
程
で
自
主
権
を

問
符
た
多
く
の
地
方
や
単
位
は
さ
ま
ざ
ま
な
開
発
支
出
を
増
加
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
り
の
財
源
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
地
方

や
単
位
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
政
府
部
門
や
関
係
単
位
を
し
て
つ
乱
収
費
」
や
「
擁
派
L

に
走
ら
せ
て
い
る
最
大
の
誘

因
で
あ
る
。
財
政
管
理
体
制
の
改
革
が
も
た
ら
し
た
こ
の
よ
う
な
予
期
せ
ぬ
現
象
に
直
面
し
て
、
九

0
年
代
に
入
る
と
中
国
で
は
安
定
し

た
中
央
・
地
方
財
政
収
入
の
確
保
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、

ま
た
「
擁
派
し
そ
の
も
の
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
新
た
な
財
政
・
税
制
改
革

の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
「
撫
派
」
が
、
近
年
、
中
国
で
蔓
延
し
て
い
る
腐
敗
現
象
と
結
び
つ
く
可
能
性
は
極

め
て
高
い
o

寸
擁
派
L

に
伴
う
腐
敗
現
象
は
社
会
・
経
済
的
公
正
の
観
点
か
ら
容
認
し
が
た
い
ば
か
り
か
、

そ
れ
は
価
格
体
系
を
歪
め
、
改

革
・
開
放
期
に
中
国
が
折
に
ふ
れ
て
強
調
し
て
い
る
「
市
場
調
節
」
そ
の
も
の
に
も
悪
影
響
を
及
段
す
。

財
政
管
理
体
政
の
改
革
は
、
寸
諸
侯
経
済
L

と
「
擁
派
」
と
い
う
深
刻
な
「
副
作
用
L

を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
中
央
の
マ
ク
ロ

経
済
政
策
遂
行
の
阻
害
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
特
定
の
地
方
と
中
央
の
財
政
関
係
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し

て
き
た
の
か
。
ま
た
そ
こ
で
は
中
央
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
い
か
に
機
能
し
た
の
か
。
次
に
広
東
省
と
中
央
の
財
政
関
係
を
事
例
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

四

広
東
省
と
中
央
の
財
政
関
探

(1) 

財
政
詰
負
制
の
導
入

出
品
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

四



四

改
革
・
開
放
期
の
中
国
で
は
、
広
東
省
の
経
済
的
成
功
が
し
ば
し
ば
「
地
方
の
時
代
L

の
象
徴
と
み
な
さ
れ
る
。
地
理
的
に
も
北
京
か

ら
遠
く
離
れ
た
広
東
省
が
特
別
の
財
政
議
負
制
の
も
と
で
経
済
成
長
を
達
成
し
、
有
力
な
地
方
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

と
り
わ
け
中
央
財
政
に
対
し
て
多
大
な
上
納
を
行
っ
て
き
た
上
海
と
比
べ
て
、
広
東
省
の
財
政
面
で
の
負
担
が
相
対
的
に
軽
微
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
そ
の
後
の
両
者
の
成
長
格
差
を
も
た
ら
し
た
と
み
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
広
東
省
の
財
政
負
担
と
経
済
成
長
と
の
関
係
は
少

な
く
と
も
統
計
的
に
有
意
で
は
な
什
、
し
か
も
広
東
省
の
中
央
政
府
に
対
す
る
貢
献
は
現
実
に
は
か
な
り
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

広
東
省
の
財
政
管
理
体
制
の
改
革
は
、
中
共
中
央
・
国
務
院
が
七
九
年
七
月
に
広
東
・
福
建
両
省
に
対
し
て
「
特
殊
政
策
・
柔
軟
措
置
L

(

刊

品

)

の
実
施
を
正
式
に
下
達
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
寸
特
殊
政
策
・
柔
軟
措
置
」
の
実
施
に
よ
り
、
広
東
省
に
対
し
て
は
、
①
省
政
府
に
よ
る
経

済
計
画
の
策
定
、
②
対
外
貿
易
、
物
価
、
労
働
賃
金
、
企
業
管
理
面
に
お
げ
る
地
方
の
権
限
の
拡
大
、
③
外
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
批
准
権

の
拡
大
、
④
物
資
調
達
と
商
業
活
動
に
お
り
る
市
場
調
節
の
利
用
、
⑤
深
別
、
珠
海
、
泊
頭
の
三
つ
の
経
済
特
区
の
試
行
が
認
め
ら
れ
、

同
時
に
、
⑥
財
政
と
外
貨
収
入
に
関
す
る
定
額
請
負
の
実
施
、
及
び
そ
の
方
式
を
五
年
間
変
え
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
(
問
。
八

O
年
に
導

入
さ
れ
た
「
画
分
収
支
、
定
額
上
納
、
五
年
不
変
」
の
財
政
管
理
体
制
の
も
と
で
、
広
東
省
は
七
九
年
の
財
政
収
入
を
も
と
に
五
年
間
に

わ
た
り
毎
年
一

O
億
一
元
を
中
央
財
政
に
上
納
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
(
問
。
そ
の
後
、
請
負
基
数
は
八
五
年
に
増
額
さ
れ
、
八
八
年
か
ら
は

毎
年
基
数
が
九
%
増
加
し
て
い
く
逓
増
請
負
に
変
更
さ
れ
た
。

「
特
殊
政
策
・
柔
軟
措
置
L

の
も
と
で
、
広
東
省
は
広
範
な
自
主
権
を
享
受
し
つ
つ
経
済
建
設
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

八
0
年
代
の
広
東
省
の
成
長
過
程
で
は
、
投
資
と
輸
出
が
高
度
成
長
の
牽
引
車
と
な
っ
た
。
外
資
を
含
む
活
発
な
投
資
が
成
長
を
加
速
化

し
、
増
強
さ
れ
た
生
産
力
の
寸
は
け
口
L

は
海
外
市
場
に
求
め
ら
れ
〔
担
。
そ
し
て
そ
の
投
資
資
金
の
調
達
方
法
に
「
特
殊
政
策
・
柔
軟
措

置
L

を
認
め
ら
れ
た
広
東
省
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
改
叢
・
開
放
前
の
広
東
省
の
国
定
資
産
投
資
の
財
源
と
い
え
ば
、



や
は
り
国
家
予
算
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
八

0
年
代
に
入
っ
て
広
東
省
に
大
幅
な
資
金
調
達
の
権
限
が
付
与
さ
れ
る
と
、
投
資
の
た

め
の
財
源
は
急
速
に
多
様
化
し
た
。

定
で
あ
る
。
そ
の
た
め
七
八
年
に
基
本
建
設
・
更
新
改
造
投
資
の
六
二
・
九
%
を
占
め
て
い
た
国
家
予
算
の
シ
ェ
ア
は
、
九
O
年
に
は
五
・

一
方
、
改
革
・
開
放
前
後
を
通
し
て
、
広
東
省
に
対
す
る
投
資
資
金
の
国
家
財
政
支
出
額
は
ほ
ぼ
一

O
%
に
ま
で
低
下
し
た
。
国
家
予
算
に
か
わ
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
八

0
年
代
前
半
の
園
内
借
款
で
あ
り
、
八

0
年
代
半
ば

の
留
保
資
金
を
中
心
と
す
る
自
己
調
達
資
金
で
あ
り
、
そ
し
て
八

0
年
代
後
半
の
外
資
で
み
れ
。
こ
う
し
て
広
東
省
は
自
己
の
裁
量
で
調

達
し
た
資
金
を
も
と
に
、
急
速
な
経
済
成
長
の
軌
道
に
乗
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

内ぷ八
0
年
代
に
広
東
省
が
達
成
し
た
経
済
的
成
果
と
比
べ
れ
ば
、
広
東
省
の
中
央
財
政
へ
の
貰
献
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
い
え
る
か

中
央
財
政
に
対
す
る
貢
献

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
広
東
省
の
中
央
財
政
に
対
す
る
上
納
額
の
伸
び
率
は
、

八
0
年
代
を
通
し
て
同
省
の
財
政
収
入
の
伸
び
率
を
大
幅

に
上
回
っ
て
お
り
、
し
か
も
広
東
省
の
中
央
財
政
に
対
す
る
貢
献
は
財
政
請
負
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
国
家
財
政
が
極
め
て
厳
し
い
局

面
を
迎
え
た
八

0
年
代
半
ば
か
ら
、
目
覚
ま
し
い
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
す
広
東
省
に
対
し
て
、
中
央
か
ら
財
政
面
で
の
要
請
が
相

次
い
だ
。
八
七
年
か
ら
中
央
は
国
家
財
政
を
強
化
す
る
た
め
に
広
東
省
に
対
し
て
「
圧
支
上
借
」
(
支
出
を
抑
え
て
中
央
に
資
金
を
貸
す
)

を
要
請
し
、
ま
た
八
九
年
か
ら
は
っ
多
作
貢
献
し
(
よ
り
多
く
の
貢
献
)
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
制
。
八

0
1九
O
年
に
か
け
て
広
東
省
は

財
政
請
負
額
の
一
四
O
億
元
を
一
O
O
億
元
以
上
上
回
る
資
金
を
中
央
に
上
納
し
て
い
る
(
表
叩
)
。
財
政
請
負
に
加
え
て
、
広
東
省
は
中

央
財
政
に
対
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
交
通
重
点
建
設
基
金
、
専
項
予
算
調
節
基
金
、
国
債
購
入
な
ど
の
面
で
、
事
実
上
の
上
納
を
増
や
し
て
き

た
。
こ
の
ほ
か
、
も
し
も
広
東
省
を
「
独
立
」
主
体
と
し
て
考
え
る
と
、
九

0
年
代
に
広
東
省
は
関
税
代
理
徴
収
工
商
税
(
約
七
O
億
元
)
、

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

四



表10

一
四
四

銀
行
所
得
税
(
約
四

O
鰭
元
)
、
中
央
系
統
国
営
企
業
の
収
入
(
約
一

。
億
一
冗
)
な
ど
、
約
一
七

O
億
一
児
に
の
ぼ
る
中
央
財
政
へ
の
賞
献
を

な
し
て
い
る
。

つ
ま
り
広
東
省
で
は
、

1

特
殊
政
策
・
柔
軟
措
置
L

の

も
と
で
高
度
成
長
が
達
成
さ
れ
、
拡
大
し
た
パ
イ
か
ら
よ
り
多
く
の

税
金
を
撤
収
し
、
結
果
と
し
て
中
央
財
政
に
よ
り
大
き
な
賞
献
を
な

す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

九
0
年
代
に
入
る
と
、
広
東
省
の
中
央
財
政
に
対
す
る
寸
緊
急
L

賞
献
は
さ
ら
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
額
は
九
二
年
に

五
O
億
一
児
、
九
三
年
に
一
四

o
i
一
六

O
億
一
死
に
達
し
て
い
配
。
同

時
に
中
央
の
広
東
省
に
対
す
る
要
請
は
、
中
央
財
政
に
対
す
る
貢
献

に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
東
省
自
ら
が
直
接
貧
困
地
区
を
支
援
す
る
こ
と

が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
的
。
い
わ
ゆ
る
「
先
富
試
日

v

の
提
唱
者
で

あ
る
郡
小
平
も
、
九
二
年
の
南
巡
講
話
で
は
、
貧
国
地
区
対
策
の
「
解

決
方
法
の
ひ
と
つ
は
、
先
に
豊
か
に
な
っ
た
地
区
が
多
く
の
利
潤
と

税
を
収
め
て
貧
困
地
区
の
発
展
を
支
持
す
る
こ
と
で
あ
る
〈
リ
と
一
言
明

し
、
「
先
富
論
」
の
新
た
な
方
向
性
を
明
確
に
し
て
い
る
。
ま
た
九
四

年
六
月
に
広
東
省
を
訪
問
し
た
江
沢
民
は
、
寸
経
済
特
区
の
指
導
者
は



特
区
と
内
地
の
経
済
技
術
提
携
強
化
の
措
置
や
方
法
を
常
に
研
究
し
、
内
地
の
発
展
を
支
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
吋
)
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
な
か
九
四
年
に
開
催
さ
れ
た
地
域
間
格
差
と
貧
臨
地
区
を
検
討
す
る
省
長
会
議
に
お
い
て
、
広
東
省
は
天
災
(
豪
雨
・

洪
水
)
を
理
由
に
、
中
央
か
ら
の
要
請
で
あ
る
貧
臨
地
区
へ
の
経
済
支
援
を
拒
否
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
説
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の

経
緯
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
改
革
・
開
放
期
に
も
っ
と
も
有
力
な
地
方
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
広
東
省
で
あ
る
が
、
中
央
か
ら
の

要
請
に
対
し
て
は
常
に
積
極
的
な
対
応
を
示
し
て
き
た
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
中
央
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
財
政
面
か
ら
み
た
中
央
政
府
に
対
す
る
広
東
省
の
対
応
は
、
「
地
方
主
義
L

の
台
頭
が
喧
伝
さ
れ
る
改
革
・
開
放
期
の
中
央
と
地
方
の

財
政
関
係
を
考
察
す
る
う
え
で
極
め
て
興
味
深
い
事
例
と
な
っ
て
い
る
。

五

分
税
制
の
導
入

(1) 

分
税
制
導
入
の
狙
い

九
三
年
一
一
月
の
中
共
一
四
期
一
ニ
中
全
会
で
採
択
さ
れ
た
「
社
会
主
義
市
場
経
済
体
制
構
築
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
中
央
中
共
の
決

定
(
汁
に
よ
る
と
、
財
政
・
税
制
改
革
の
重
点
は
「
現
行
の
地
方
財
政
請
負
制
を
中
央
と
地
方
の
職
権
の
合
理
的
区
分
を
基
礎
と
す
る
分
税

制
に
改
め
、
中
央
税
収
と
地
方
税
収
体
系
を
確
立
す
る
L

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
分
税
制
導
入
の
狙
い
は
、
「
財
政
収
入
の
対
G
N
P比
率
を

高
め
、
中
央
財
政
収
入
と
地
方
財
政
収
入
の
比
重
を
合
理
的
に
確
定
す
る
L

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
中
央
財
政
か
ら
地
方
に
対
す
る
交
付

制
度
を
実
施
し
、
分
配
構
造
と
地
域
構
造
を
調
節
し
、
と
り
わ
け
経
済
の
未
発
達
地
区
の
発
展
と
旧
工
業
基
地
の
改
造
を
支
援
す
る
L

こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
中
央
と
地
方
の
経
済
管
理
権
限
の
分
担
に
関
し
て
は
、
ま
ず
「
経
済
総
量
の
バ
ラ
ン
ス
、
経
済
構
造
の
高
度
化
、
全

現
代
中
閣
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

一
四
五



一
四
六

国
市
場
の
統
一
を
保
証
し
す
る
た
め
に
、
「
マ
ク
ロ
経
済
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
権
限
、
す
な
わ
ち
通
貨
の
発
行
、
公
定
歩
合
の
決
定
、

為
替
レ

i
ト
の
調
整
、
重
要
な
税
目
・
税
率
の
見
直
し
な
ど
は
中
央
に
集
中
す
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
中
共
一
四
期
一
ニ
中
全
会
の
寸
決
定
」
で
は
、
「
同
家
の
法
規
、

マ
ク
ロ
政
策
を
照
合
し
つ
つ
地
方
の
法
規
、
政
策
、
計
画
を
定

め
、
地
方
税
と
財
政
を
通
し
て
地
方
の
経
済
活
動
を
調
節
し
、
地
方
の
資
源
を
十
分
に
活
用
し
て
、
地
方
の
経
済
社
会
の
発
展
を
促
す
し

こ
と
が
同
時
に
強
調
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
「
地
方
税
の
税
種
を
充
実
さ
せ
、
地
方
の
税
収
を
増
や
す
」
こ
と
へ
の
配
慮
も
忘
れ
ら
れ
て
い

ま
、
ず
年
々
低
下
傾
向
に
あ
る
中
央
財
政
の
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
央
主
導
の
産
業
調
整
、
地
域
間
格
差
の
是
正
を
図
る
こ
と
に
あ
〈
初
。
分
税
制
の
導
入
に
よ
り
、
中
国
の
財
政
構

造
は
最
終
的
に
は
中
央
財
政
が
財
政
収
入
全
体
の
六
O
%
、
財
政
支
出
全
体
の
四
O
%
を
占
め
、
そ
の
差
額
の
ご
O
%
は
中
央
か
ら
地
方

な
い
。
し
か
し
九
四
年
に
導
入
さ
れ
た
分
税
制
の
最
大
の
狙
い
は
、

に
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
中
央
と
地
方
の
行
政
職
権
が
明
確
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
徴
税
項
目
が
分
配
さ
れ

る
(
表
口
)
。
こ
の
う
ち
中
央
・
地
方
の
共
有
収
入
で
は
、
付
加
価
値
税
は
中
央
七
五
%
、
地
方
二
五
%
、
資
源
税
は
海
洋
石
油
資
源
税
の

み
中
央
、
証
券
交
易
税
は
中
央
五
O
%
、
地
方
五
O
%
の
分
配
が
定
め
ら
れ
た
。

(2) 

分
税
制
に
対
す
る
地
方
の
対
応

と
り
わ
け
豊
富
な
財
源
を
有
す
る
沿
海
地
区
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
反
発
、
が
あ
っ
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
中
央
は
地
方
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
妥
協
案
を
提
示
し
て
、
こ
れ
に
対
応
し
〈
問
。
第
一
に
、
九
四
年
か
ら
分
税
制
に

分
税
制
導
入
に
関
し
て
は
、

一
部
の
地
方
、

完
全
移
行
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
過
渡
的
に
財
政
請
負
制
が
併
存
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
二
に
、
地

方
の
財
政
収
入
を
確
保
す
る
た
め
に
、
九
三
年
を
基
数
と
し
て
、
地
方
収
入
が
九
三
年
実
績
を
下
回
ら
な
い
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
。



表11 分税制笑施後の中央・地方の財政収入・行政職権

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

「7一一ーに 耳 石 定 収 入

①関税

(I税関代理徴収治資税・付加!領値税

③消費税

④中央企業所得税

⑤地方銀行・外資系銀行・ノンバンク(人民銀行

中央| が許可した金融機関)所得税

@鉄道部門・各銀行本版・各保険会社本社の一括

納付符業税、所得税、手IJ潤、者fl市維持慾設税

ぐZ中央企業!こ納利潤

①常業税(鉄道部門・各銀行本応・各保険会社本

社ω一括納付営業税を除く)

②地方企業所得税(上記地方銀行、外資系銀行、

ノンバンクなどの金融企業の所得税を除く)

③地方企業卜♂納京j潜i
④個人所得税

⑤都市上地使用税

(⑤防l定資E主役資調節税

(j;都市維持建設税

C~ 不塁手I)j/主税
地方!

⑨船舶車尚使用税

⑩印紙税

⑪屠殺税

⑫農牧業税

⑬農業特産税

⑭耕地.'iffi税

⑮契約税(所有権説明)

⑬遺産、贈与税

⑫土地付加{函館税

⑬悶有地有償使用収入
ト ; 一一一一一一

i①付加価値税

共有|②資源税(海洋資源税は中央に帰属)

③証券交易税
四
七

行政職権

①間約

②武装警察

③外交・対外援助

@中央機構行政管潔

⑤中央統一管理基本建設投資

⑥中央直属企業技術改造

(j;地質探奈

⑧'1'央財政農業x緩

⑨中央財政負担内外債務償還

⑩中央負担公安・検察・可法

⑪中央文化・厚生・科学事業

①地}j機構行政管線

②公安・検察・司法

③民兵事業

④地方番号逮主基本建設投資

⑤地方企業技術改造

⑥農業支援

⑦都市維持建設

⑧地方文化・教育・厚生事業

⑨価格補助

資料.馬泥沼7・経カ効 rrt関財政税制改革の!長嬰な施策J~"，関経済』第339 吟、 1994年 3

月、 87~88ri より作成。



一
回
八

こ
の
実
績
づ
く
り
の
た
め
、
九
一
一
一
年
八
月
以
後
、
各
地
の
財
政
収
入
は
増
加
を
続
り
、
九
月
に
は
前
年
比
五

O
%増
を
記
録
し
た
地
方
も

多
く
、
海
南
、
広
東
、
深
川
、

t
海
な
ど
の
省
・
市
の
財
政
収
入
は
倍
増
し
た
。
第
一
一
一
に
、
九
三
年
の
付
加
価
値
税
の
中
央
分
は
す
べ
て

地
方
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

九
三
年
夏
以
後
、
経
済
問
題
の
責
任
者
で
あ
る
朱
舘
基
が
広
東
省
に
何
度
か
足
を
運
ん
だ
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
財
政
請

負
を
す
で
に
一

O
年
以
以
上
続
け
て
い
る
広
東
省
が
、
分
税
制
導
入
の
最
大
の
抵
抗
勢
力
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

す
で
に
九
二
年
か
ら
漸
江
、
天
津
、
大
連
、
藩
陽
、
武
漢
、
青
島
、
重
慶
、
遼
壊
、
新
轟
の
九
つ
の
省
・
市
・
自
治
区
・
計
画
単
列
都
市

が
分
税
制
を
試
行
し
て
い
た
が
、
九
二
年
の
段
階
で
広
東
省
に
つ
い
て
は
九
五
年
ま
で
の
請
負
基
数
額
と
逓
増
率
を
変
え
な
い
ま
ま
財
政

請
負
を
こ

0
0
0年
ま
で
継
続
す
る
ご
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
九
三
年
の
段
階
で
も
広
東
省
は
九
七
年
、
す
な
わ
ち
香
港
返
還

ま
で
は
財
政
請
負
の
継
続
を
希
望
し
て
い
(
加
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
中
共
一
四
期
三
中
全
会
で
行
わ
れ
た
朱
錯
基
の
重
要
講
話
で

は
、
九
四
年
に
導
入
が
予
定
さ
れ
て
い
る
説
制
改
革
で
広
東
省
が
果
た
し
た
先
導
的
役
割
、

(一一泊
J

広
東
必
闘
を
持
ち
上
げ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
局
部
は
全
局
に
服
従
す
る
模
範
と
し
て

そ
の
他
の
地
方
、
例
え
ば
、
中
央
財
政
に
対
す
る
最
大
の
貢
献
者
で
あ
る
上
海
市
は
、
九
二
年
に
一

O
九
億
元
、
九
四
年
に
も
二
一

O

総
一
苅
の
上
納
が
見
込
ま
れ
る
な
ど
、
上
海
市
に
対
し
て
は
相
変
ら
、
ず
重
い
財
政
負
担
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
上
海
市
で
は
証
券
市

場
、
先
物
市
場
、
不
動
産
市
場
な
ど
の
発
展
が
急
速
で
あ
り
、
将
来
、
こ
れ
ら
が
主
な
財
源
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
事
実
、
土
地
使
用

権
の
売
却
収
入
は
上
海
市
に
多
大
な
収
入
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
上
海
市
の
場
合
、
分
税
制
の
導
入
は
さ
ほ
ど
大
き
な
問
題

え
治
)

に
は
な
っ
て
い
な
い
。

一
方
、
内
陸
各
省
は
中
央
か
ら
の
交
付
金
の
実
施
や
未
発
達
地
区
に
対
す
る
支
援
が
見
込
め
る
分
税
制
を
総
じ
て

歓
迎
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
青
海
省
の
九
二
年

ω財
政
収
入
は
八
億
六

0
0
0万
元
、
九
一
一
一
年
に
は
九
億
元
が
見
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ



れ
は
珠
江
デ
ル
タ
地
区
の
各
市
の
財
政
規
模
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
九
二
年
に
続
き
、
九
三
年
も
青
海
省
の
中
央
上
納
は
実
現
さ
れ
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
府
政
収
入
の
不
足
に
悩
む
内
陸
各
省
か
ら
は
、
分
税
制
に
対
し
て
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

分
税
制
の
導
入
は
九
四
年
の
税
制
改
革
の
中
心
的
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
広
範
な
税
制
改
革
の
な
か
に
位
置
づ
け

士
山
d

て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
分
税
制
だ
け
を
取
り
上
げ
て
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係
を
考
察
す
る
の
は
確
か
に
限
界
が
あ

3
0
ま
た
財
政
収

入
の
増
減
そ
の
も
の
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
企
業
改
革
の
行
方
に
よ
っ
て
は
、
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係
は
さ
ら
に
大
き
な
影
響
を
受

け
よ
う
ο

分
税
制
は
ま
さ
に
そ
の
試
み
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
今
後
と
も
寸
上
有
政
策
、
下
有
対
策
(
上
に
政
策
が
あ
れ

ば
、
下
に
は
対
策
が
あ
る
)
」
が
中
央
と
地
方
の
間
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
中
央
の
財
政
収
入
の
増
加
を
日

的
と
し
た
分
税
制
は
、
そ
れ
が
導
入
さ
れ
た
事
実
だ
け
で
も
改
革
・
開
放
期
の
中
央
・
地
方
関
係
に
と
っ
て
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
。
少

な
く
と
も
そ
こ
で
は
朱
銘
基
に
代
表
さ
れ
る
中
央
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
機
能
し
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。

お
わ
り
に

中
央
集
権
的
な
社
会
主
義
計
画
経
済
体
制
の
も
と
に
お
い
て
、
ま
た
改
革
・
開
放
期
の
中
国
に
お
い
て
も
、
財
政
は
多
く
の
地
方
に
と
っ

て
主
要
な
投
資
の
財
源
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
済
効
率
の
改
葬
よ
り
も
、
高
貯
蓄
e

高
投
資
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
中
国
経
済
に
あ
っ
て
、
ま

さ
に
つ
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
ま
た
改
革
・
開
放
期
に
、

と
く
に
そ
の
問
題
点
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
地
域
開
・
部
門
間
格
差
な
ど
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
財
政
は
効
率
的
、

か
つ
公
平
な
資
源
配
分
を
可
能
に
す
る
主
要
な
資
源
の
ひ

と
つ
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係
は
と
か
く
そ
の
経
詩
的
機
能
に
眼
が
向
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
財
政
は
ま

現
代
中
闘
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

…
四
九
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さ
に
「
希
少
資
源
の
分
配
」
に
か
か
わ
る
が
ゆ
え
に
、
中
国
の
権
力
構
造
・
権
力
関
係
を
あ
る
程
度
ま
で
反
映
し
て
い
る
と
み
な
さ
ざ
る

を
え
な
い
。

改
革
・
開
放
期
に
実
施
さ
れ
た
寸
放
権
譲
利
し
と
財
政
管
理
体
制
の
改
革
が
、
中
国
の
政
治
経
済
に
お
け
る
地
方
の
地
位
を
相
対
的
に

引
き
上
げ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
国
民
国
家
、
国
民
経
済
の
枠
組
み
の
な
か
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の

相
対
的
な
比
重
の
変
化
に
す
ぎ
な
い
。
広
東
省
と
中
央
の
財
政
関
係
の
事
例
で
み
た
通
り
、
い
か
に
経
済
的
に
有
力
な
地
方
で
あ
っ
て
も
、

中
央
と
の
個
別
の
関
係
に
お
い
て
は
、
中
央
は
圧
倒
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
。
ま
た
分
税
制
の
導
入
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
歴
史
的
に
み
る
と
明
ら
か
に
後
退
局
面
を
迎
え
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
参
加
と
競
合
を
そ
の
特
徴
と
す
る
民
主
主
義
的
な
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
と
比
べ
る
と
、
中
国
に
お
げ
る
中
央
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

は
依
然
と
し
て
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
強
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
改
革
・
開
放
期
の
中
国
が
地
方
分
権
化
の
特
徴
を
有
し
、
地
方
が
中

央
に
対
し
て
相
対
的
な
自
律
性
を
高
め
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、

一
部
の
議
論
に
あ
る
よ
う
に
、
国
民
国
家
と
し
て
の
中

国
が
瓦
解
方
向
に
あ
る
と
は
現
時
点
に
お
い
て
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

た
だ
し
改
革
・
開
放
期
の
急
速
な
経
済
発
展
の
過
程
に
お
い
て
、
経
済
後
進
地
区
か
ら
の
要
求
と
先
進
地
区
か
ら
の
要
求
と
の
板
挟
み

の
な
か
で
、
中
央
の
問
題
処
理
能
力
が
著
し
く
低
下
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
「
諸
侯
経
済
L

と
「
擁
派
L

の
事
例
で
み
た
通
り
、

の
過
程
で
財
政
請
負
制
に
代
表
さ
れ
る
財
政
管
理
体
制
の
改
革
が
、
伝
統
的
な
「
地
方
主
義
」
的
要
因
と
結
合
し
て
、
新

た
な
「
副
作
用
」
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
れ
が
国
民
経
済
の
均
衡
的
発
展
、
有
機
的
な
統
一
市
場
の
形
成
、
そ
し
て
慣
習
経
済
と
計
画

「
放
権
譲
利
」

経
済
の
市
場
経
済
化
に
対
す
る
重
大
な
挑
戦
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
中
国
で
は
、
中
央
の
政
策
的

意
向
が
地
方
の
政
策
遂
行
に
極
め
て
反
映
さ
れ
難
い
政
治
経
済
社
会
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
民
主
主
義
的
な
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
か
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ら
の
類
推
を
用
い
れ
ば
、
改
革
・
開
放
期
に
お
い
て
中
国
の
政
治
経
済
社
会
の
「
統
治
能
力
(
ぬ

2
2
5
E
F
S」
は
著
し
く
低
下
し
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
、
経
済
発
展
に
伴
う
政
治
経
済
社
会
の
急
激
な
変
化
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
権
威
構
造
の
弛

緩
、
国
家
と
社
会
の
希
離
、
伝
統
社
会
か
ら
近
代
社
会
、
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
の
移
行
が
進
む
な
か
で
、
代
替
し
う
る
政
治
経
済

的
統
合
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
形
成
に
向
け
て
模
索
を
続
け
る
中
国
の
苦
悩
す
る
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

注1 

例
え
ば
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
直
後
の
い
わ
ゆ
る
「
高
樹
・
縄
問
激
石
事
件
」
を
中
央
と
地
方
の
政
治
力
学
か
ら
考
察
し
た
研
究
と
し
て
、

徳
田
教
之
「
一
九
五
四
年
に
お
け
る
高
岡
・
組
問
激
石
粛
清
の
政
治
力
学
」
徳
田
教
之
・
辻
村
明
編
『
中
ソ
社
会
主
義
の
政
治
動
態
h

ア
ジ
ア
経
済

研
究
所
、

一
九
七
四
年
(
徳
田
教
之
『
毛
沢
東
主
義
の
政
治
力
晶
子
』
慶
嬢
通
信
、

一
九
七
七
年
所
収
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。

2 

こ
の
点
に
着
目
し
た
研
究
と
し
て
、
徳
田
教
之
編
『
中
国
政
治
の
中
長
期
展
望
1
1
1転
換
期
に
お
け
る
中
央

1
地
方
関
係
を
中
心
に
』
日
本

国
際
問
題
研
究
所
、

一
九
八
六
年
が
あ
げ
ら
れ
る
。

3 

例
え
ば
、

G
-
シ
1
ガ
ル
は
改
革
・
開
放
期
の
中
国
に
お
け
る
「
地
方
主
義
し
の
台
頭
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
「
北
京
が
マ
ル
ク
ス
主
義

を
放
棄
し
、
中
国
の
各
地
方
に
か
な
り
の
独
立
性
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
成
長
を
加
速
化
さ
せ
て
い
る
し
こ
と
に
着
目
し
、
「
中
国
の
将

来
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ま
す
ま
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
地
方
の
遠
心
的
な
カ
に
対
し
て
北
京
政
府
が
ど
の
程
度
譲
歩
す
る
か
に
か

か
っ
て
い
る
L

と
み
る
。
そ
し
て
「
経
済
的
地
方
主
義
の
後
に
軍
事
的
地
方
主
義
が
続
く
」
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
の
め
吋
同
日
仏

ω巾尚
一
白

i
r
h
d
y山口同司印

(UE口
問
山
口
拘
留
同
℃
ぺ

3
5室
、
中
曽

ha-
〈。}・

3
・
2
0・
ωw
沼
恒
三
宮

5
5戸
℃
脚
色
回
忌
℃
・
印
∞
・
ま
た
彼
の
主
宰
す
る
『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・

レ
ヴ
ュ

I
』
誌
に
お
け
る
「
中
国
の
地
方
主
義
と
人
民
解
放
軍
」
の
特
集
を
参
照

0

・6
σ
2
5守口
R
E
m
わ
窓
口
出

¥wMMRS円
均
S
P
N
h
J
〈
乞
・
ア

Z
0
・
r
H
S
P
3・
ロ
ふ
日
・

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

五
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(
4
)
 
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、

E
3
2
、H，oロぬ
-

E
明
日
目
円
丘
四
耐
え

2
8
w
開
吾
作
、
吋
号
ロ

C
2
2
5仏
n
S同吋
mw}i附》吋
0
4
z
a曲
目
何
冊
目
白
色
《
)
富
山
口

Hvcas

宮
山

o
n
y山口出
1
h
S
H『
白
書
誌
、
量
逮
A
H
N

ミ
句
史
定
的

hhh§.3・
2
0・
M
N
W
M
g
q
E謡
、
及
び
呂
志
邑
。

z
s
z品
開
ロ
仏

F
5
2
吋，

opmwa斗四回巾

閉山
4CHC位
g
a
n
g可
包

i
P
2宮
内
山
曲
目
出
回
SHHTWH鉱
山
内
}
富
山
口
門

U
E
g
w
Eロ
ー
窓
口
、
口
高
明
。
コ
口
丘
一
山
首
Z
5
3
q
h尽き

e
s立時司令
1
2
0・
HN印
w

宮

R
n
v
z
u
Hな
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(5) 
既
存
の
研
究
の
な
か
で
は
、
本
稿
は

C
・
ウ
ォ
ン
の
見
解
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
彼
女
の
研
究
は
八

0
年
代
ま
で
の
考
察
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
ま
た
必
ず
し
も
奨
体
的
な
事
例
に
当
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
。
rュ
a
s
M
M
-
巧
・
当

g
m
w
d
g可
包

1
T混
乱
河
内
自
民

Z
E

山口同ロ

MWEO同
吉
田
口
氏

U
Rロ
ロ
ぬ
い
、

H，ym
句出

g
b
o
M
a
E
m
g回一
0
2
g
q丘
町
民
山

Oロ
SMuomケ
富
山
吉

{
U
E
5・3
n
b芯

a
e
sミミ
?
Z
0・
HN∞w

U
R
O
B
Zユ
話
回
、
及
び
円
以
ユ
由
民
話
回
ν
・
語
名

C口
問
¥
目
的
行
問
日
慰
問

0
5
8仏円、
O
B己
昆
E
E注目
N
陪昨日

031hhミ
ミ
ミ

S
S
F
〈
♀

-
E
2
0・

N
U

〉
日
)
門
口
缶
詰
・

6 

項
懐
誠
主
編

九
十
年
代
財
政
発
展
戦
略

中
国
財
政
経
済
出
版
社

一
九
九
一
年
、

一
七
頁
。

7 

HAOWωgm
出。

"
d
g昨
E
}
i
F
0
4山
口
門
戸
包
古
田

g
H
m巴
丘
町
。
口
明
¥
ゅ
山
口
守
的
。

q
y
n
v
g
m
ペ
z
i岳
易
自
己
富
国
ロ
ュ

2
切さ一
g
gロ
白
骨

-wnhw凡さ

h
c
a
S
N
U
8噂同，
z
n
y山
口
伶
混
同
同
弘
司
巾

E
q
p
g
p
E
C
F
H
Y
H
N
U・
あ
る
い
は
地
方
収
入
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
最
終
的
に
中
央
に
納
め
ら
れ

て
き
た
部
分
が
相
対
的
に
減
少
し
て
き
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

(8) 
そ
れ
ま
で
の
中
国
の
財
政
管
理
体
制
に
関
し
て
は
、
「
建
国
一
二
十
年
来
(
一
九
五

0
1
一
九
八

O
年
)
財
政
管
理
体
制
演
変
概
況
」
財
政
郎

総
合
計
画
司
編
『
中
華
人
民
共
和
国
財
政
史
料
第
一
輯
財
政
管
理
体
制
(
一
九
五

0
1
一
九
八

O
)』
中
国
財
政
経
済
出
版
社
、

一
九
八
二
年
、

一
i
二
八
頁
及
び
「
中
華
人
民
共
和
問
財
政
的
建
立
与
発
展
L

陳
如
龍
主
編
占
一
代
中
間
財
政
(
上
)
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

一
九
八
八
年
、

一一一

1
二
六
五
頁
が
基
本
資
料
で
あ
る
。
前
者
を
利
用
し
た
研
究
と
し
て
は
、
前
掲
、
。

E
S
Z晶
吉
弘
、
『

Cロや
J
，E
M
W
4
0
-
E
S
C同
n
g守
山
「



P
C〈
一
目
立
と
河
内
比
三
宮
阿
戸

m
g
n
y…
口
出
ョ
を
参
照
。

9 

許
毅
「
当
前
財
政
経
済
中
存
在
的
問
題
和
我
例
的
対
策
し
中
間
財
政
学
会
一
編
吋
当
前
財
政
問
題
|
|
第
四
次
全
爵
財
政
理
論
討
論
会
文
選
h

中
間
財
政
経
済
出
版
社
、

一
九
八
一
年
、

一四及。

10 

「
間
務
院
関
於
ぷ
倒
分
収
入
、
分
級
匂
子
』
財
政
管
理
体
制
的
通
知
(
一
九
八

O
年
二
月
一
日
)
」
前
掲
、
財
政
部
総
合
計
爾
司
一
編
『
中
華

人
民
共
和
国
財
政
史
料
』
ニ

O
五
頁
。

11 

こ
れ
に
先
立
ち
江
蘇
省
で
は
七
七
年
か
ら
国
定
比
率
請
負
制
が
試
行
会
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
の
中
央
上
納
と
地
方
留
保
の
比
率
は
、
七
七
年

が
五
八
%
と
四
一
一
%
、
七
八

1
八
O
年
が
五
七
%
と
問
一
一
一
%
で
あ
っ
た
。
「
国
家
計
委
印
発
吋
関
於
改
革
江
蘇
省
財
政
、
物
資
管
理
体
制
問
題
的

討
論
紀
要
俗
的
通
知
(
…
九
七
六
年
一
二
月
一
一
八
日
)
」
前
掲
、
財
政
部
総
合
計
商
号
編
吋
中
華
人
民
共
和
国
財
政
史
料
』
ニ
二
二
頁
。
な
お
八

O
年
以
後
、
江
蘇
省
の
中
央
上
納
と
地
方
留
保
の
比
率
は
六
一
%
と
一
一
一
九
%
に
改
め
ら
れ
た
。
前
掲
、
陳
如
龍
主
編

J
ゴ
代
中
国
財
政
(
上
)

h

し
1
1
1
0

ご
ふ
れ
ら
い

U
E

12 

「
財
政
部
関
於
実
行
「
鰯
分
収
支
、
分
級
包
干
ι

財
政
管
理
体
制
若
干
問
題
的
補
充
規
定
通
知
(
一
九
八

0
年
間
月
一
一
一
日
)
L

前
掲
、
財
政

部
総
合
計
副
司
編
青
山
l

華
人
民
共
和
問
財
政
史
料
』
一
一
一

0
1一
一
一
一
頁
。

13 

「
悶
務
院
関
於
改
進
コ
間
分
収
支
、
分
級
包
子
』
財
政
管
理
体
制
的
通
知
ご
九
八
二
年
二
一
月
四
日

)
L
J
l国
経
済
年
鑑
』
一
九
八
三
年

版
、
明
!
五
六
頁
。

14 

前
掲
、
練
如
龍
、
王
編

J
~↓
一
代
中
国
財
政
(
上
)
L

一
一
一
七
三
賞
。

(
日
)

高
原
明
生
「
中
国
の
改
前
十
開
放
政
策
の
行
方
」
司
祭
南
経
済
問
i
l
p脊
港
で
み
る
ア
ジ
ア
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
時
代
と
中
間
二
口
本
貿
易
振
興
会
、

九
九
二
年
、

一
O四
真
。

現
代
小
川
闘
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

五



同
町
内
。
き
さ
帆
町
、
喜
善
R
N
N
W

〈
。
日
・
ア

Z
0・
N
Y
E
8・℃
-
H
8・

〉

E
O
吋，

mw吾郎
g・

2
何
三
角
耳
目
印
。
間
耐
え

2
5
8仏
虫
明
白
色
目
耐
え
oコ
当
日
ロ
わ
}
岡
山
富
一
。
話
ユ
喜
℃
山
口
m
d
f
z
。叫

H
D
Z
z
a
P
3
h包おお

一
五
四

{
時
)

{
甘
)。

同
明
日
的
行
即
日

oon--ロ-93
℃・

Sω
・

c・
ウ
ォ
ン
は
こ
れ
を
逆
機
能
的
(
身
m
甘
日
広
0
5
3

結
果
と
呼
ん
で
い
る
。
前
掲
、
巧

g
m
-
A
S可
釦
ヤ
戸
。
nm
己宣州
E
o
s
-ロ
SMW吋悶

八
九
年
七
月
二
四
日
)

に
掲
載
さ
れ
た
頃
か
ら
、
中
国
に
お
い
て
も
「
公
開
使
用
」
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
言
葉
は
、
越
夕
芳
「
当
代
『
諸
侯
経
済
』
憂
思
録
」
が
『
人
民
日
報
』
一
九
八
九
年
八
月
六

B
(原
載
は
『
中
国
統
計
信
息
報
』

九

{
回
)

(
四
)

呉
敏

一
九
九

O
年
七
期
、
五
七
頁
。

「
関
於
地
方
政
府
行
為
的
若
干
思
考
L

『
経
済
研
究
』

(
加
)

沈
立
入
、
戴
園
長
「
我
国
『
諸
侯
経
済
』
的
形
成
及
其
弊
端
和
根
源
」
『
経
済
研
究
』

一
九
九

O
年
第
三
期
、

(
担
)

向
上
、

一
六
頁
。

(
幻
)

『
文
麗
報
』
(
香
港
)

一
九
九

O
年
七
月
九
日
、
及
び
旬
。
s
h
ぎ
諾
，
何
匹
両
翼
民
町
唱
え
?
〉
ロ
空
間
同

H
O
L
S
0・

呉
科
政

劉
慶
選

丸
屋
豊

郎

改
革
開
放
以
来
的
湖
南
経
済
及
広
東
的
関
係

兼
論
沿
海
発
展
機
制
向
内
地
波
及
的
過
程

ア
ジ
ア

〈
お
)経

済
研
究
所
、

一
九
九
四
年
、
六
一

1
六
七
頁
。

(M) 
G
-
ミ
ュ
ル
ダ
l
ル
(
小
原
敬
土
訳
)
『
経
済
理
論
と
低
開
発
地
域
』
東
洋
経
済
新
報
社
、

一
二
頁
。

シ
ュ
マ
ン
(
麻
田
四
郎
訳
)
『
経
済
発
展
の
戦
略
』
巌
松
堂
出
版
、

一
九
六
一
年
、
一
ニ
ニ

0
1三
五
四
頁
。

一
九
五
九
年
、
二
七

1
四
六
頁
、
及
び
A
・ハ

l

(
お
)

『
経
済
導
報
』

一
九
九

O
年
八
月
六
日
。

(
部
)

同
沙
諸
ぎ
高
勾
お
お
告
主
主
官
民
自
・

ZU0・

(
幻
)

中
国
の
地
域
開
発
政
策
に
つ
い
て
は
、
大
橋
英
夫
「
地
域
間
格
差
」
吋
中
国
総
覧
一
九
九

O
年
版
』
霞
山
会
、

一
九
九

O
年
、
及
び
同
「
地



域
開
発
政
策
の
推
移
と
展
望
」
『
中
国
の
経
済
成
長
と
地
域
発
展
に
関
す
る
調
査
研
究
』
産
業
研
究
所
・
ア
ジ
ア
社
会
問
題
研
究
所
、

一
九
九
四

年
を
参
照
。

28 

こ
れ
は
近
年
の
中
国
の
産
業
政
策
に
対
す
る
積
極
的
な
対
応
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
寸
当
面
の
産
業
政
策
要
点
に
関
す
る
国
務
院
の
決
定
L

『
中
国
通
信
』

一
九
八
九
年
三
月
二
八
、
三

O
、
一
三
日
、
及
び
「
九

0
年
代
中
国
の
産
業
政
策
」
『
中
国
通
信
』
一
九
九
四
年
六
月
二
九
日
を

参
照
。

(
却
)

「
重
要
な
決
定
l

|
一
四
都
市
開
放
決
定
の
い
き
さ
つ
L

『
中
国
通
信
』

一
九
八
四
年
六
月
二
ニ
日
(
原
載
『
瞭
望
』

一
九
八
四
年
六
月

一日)。

(
却
)

『
両
岸
経
貿
通
訊
』
第
二
六
期
、

一
九
九
四
年
二
月
一

O
B、
三
頁
。

(
担
)

ω
g
s
n
p芯
a
h向
。
さ
恐
慌

p
a
-
E
S
N
F
E
8・

(
詑
)

『
信
報
』

一O
目。

一
九
九
三
年
六
月
九
日
、

(
お
)

『
経
済
日
報
』
(
北
京
)

一
九
九
三
年
五
月
二
七
日
。

(
泊
)

『
工
商
時
報
』

一
九
九
四
年
二
月
五
日
。

(
お
)

富山

n
g包
巧
・
∞
刊
日
目
"
出
。

m
F同
町

2
8仏
穴
曲
目
宮

E
問。

n
v
g
F
n宣
言
ミ

H智
同
コ
ぎ
間
的
ぎ
ミ
ミ
.
b
』
h
h
N
司
静
岡

HNNSき
Snア
阿
]
区
切
・

5
8・

問者

-Zig-
ま
た
広
東
省
の
改
革
・
開
放
に
つ
い
て
は
、

E
-
ボ
1
ゲ
ル
(
中
嶋
嶺
雄
監
訳
)
『
中
国
の
実
験
』
日
本
経
済
新
聞
社
、

一
九
九

年
を
参
照
。

(
訪
)

上
海
に
つ
い
て
は
、

C
S
吋
・
巧
E
Z
H
H
F
h
g
s
h宮
町
め
言
語
室
町
、

γ
S
S
S
M
3
Q
H
S
S
F守

3ass-nggc内
〉
色
白
ロ

∞宮内田町
o
p
d
g山

4
2回
目
々
。
同
国
O
ロ
m
問。ロ
m
-
E
Sを
参
照
。

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

一
五
五



一
五
六

37 

前
潟
、
何
w
i
y
附
ハ
ゲ
{
}
吋
民
間
同
仏
間

O
B
U
R
-
C
N営内

h

ミ
同
町
内
パ
N
J
F
M
」
可
抗
日
~
と
に

h
N

ふ
だ
お
込
町
内
向
さ
き
ミ
ア
℃
・
日
自
己
℃
・
ぉ
・

38 

七
九
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
中
央
工
作
会
議
に
お
い
て
、
当
時
の
中
共
広
東
省
委
員
会
書
記
・
習
仲
勲
は
中
央
に
対
し
て
広
東
省
に
よ
り
大

き
な
権
限
を
与
え
る
よ
う
に
挺
恕
し
た
。
同
年
五
月
、
中
共
中
央
・
閤
務
院
は
広
東
省
に
工
作
的
胞
を
派
遣
し
調
査
研
究
を
行
っ
た
後
、
七
月
一
五

目
、
広
東
省
に
刻
し
て
「
特
殊
政
策
・
柔
軟
措
置
L

の
笑
施
を
正
式
に
下
達
し
た
。
匡
士
口
、
王
編

J
汁
代
中
間
的
広
東
(
上
)
』
当
代
中
国
出
版
社
、

九
九
一
年
、

四
五

1
一
問
中
ハ
賞
、
及
び
別
問
仲
勲
1

序
一
…
…
口
」
林
若
等
『
改
廿
半
開
放
在
広
東
l
i
!先
走
一
歩
的
実
施
与
思
考
』
広
東
高
等
教
育
出

版
社
、

一
九
九
二
年
、
，
一

i
一一一一良。

39 

谷
牧
「
関
於
執
行
「
中
共
中
央
、
国
務
院
批
転
広
東
省
委
、
福
建
省
委
関
於
対
外
経
済
活
動
実
行
特
殊
政
策
和
震
活
措
寵
的
両
個
報
告
』
的

計
千
問
題
」
可
中
央
対
広
東
工
作
指
示
一
能
編
(
一
九
七
九

1
一
九
八
命
一
年
「
中
共
広
東
省
委
弁
公
庁
、
間
七
頁
。

40 

「
中
共
中
央
、
悶
務
院
関
於
コ
広
東
、
福
建
両
省
会
議
紀
要
ι

的
批
一
ア
前
掲
、
財
政
部
総
合
計
闘
河
編
『
中
華
十
人
民
共
和
国
財
政
史
料
h

二
三
一
一

i
一一一一一一一

41 

大
橋
英
夫
寸
経
済
発
展
と
産
業
構
造
の
変
化
」
吋
民
間
経
済
協
力
調
査
研
究
報
告
書
(
第
二
分
冊
)
中
国
b

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、

九
l九

一

一
L
-
J〕
、
」

1
1
i
o

-
-
ノ
ム
/
↑
ノ
一
fbJ

42 

大
橋
英
夫
「
葉
商
経
済
問
の
生
成
L

渡
辺
利
夫
編
長
南
経
済
l
i
t
-
-
中
国
改
革
・
開
放
の
段
前
線
』
動
車
勢
一
房
、

一
九
九
三
年
、
況
七
一
刻
。

43 

王
学
明
「
一
九
八

0
年
代
の
広
東
経
済
改
革
と
経
済
発
展
し
丸
山
伸
郎
編
吋
華
南
経
済
関
i
l
l
関
か
れ
た
地
域
主
義
』
ア
ジ
プ
経
済
研
究
所
、

一
九
九
二
年
、

一
五

O
賞
、
及
び
朱
家
健
「
広
東
省
と
中
央
政
府
、
他
の
翁
・
市
と
の
経
済
関
係
L

丸
庭
豊
二
郎
編
『
広
東
省
の
経
済
発
援
メ
カ

一
ズ
ム
L

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、

一
九
九
二
一
年
、

一八一負。

44 

広
東
管
財
貿
弁
公
家
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
(
一
九
九
一
年
五
月
)
に
よ
る
。



( 

45 

川
引
む
同
内
『

p
n
r
~
.誌
-
Q
h
h
C
M
叫に
V
N
h
~
u
a
y
】
ロ
グ
吋

N
Y
H
U
申
品
・

46 

広
東
省
と
他
省
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
橋
英
夫
J
広
東
省
の
対
内
経
済
関
係
l
i
l
吋
横
向
経
済
連
合
h

を
越
え
て
」
吋
華
南
経
済
閣
の
生

成
と
中
国
h

国
際
東
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー

一
九
九
三
年
を
参
照
。

47 

七
八
年
に
部
小
平
は
「
一
部
の
地
区
、

一
部
の
労
働
者
、
農
民
が
そ
の
勤
勉
な
努
力
に
よ
っ
て
好
成
綴
を
上
げ
、
他
の
も
の

一
部
の
企
業
、

よ
り
も
先
に
高
い
収
入
を
得
て
、
よ
い
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
し
こ
と
を
是
認
し
、
「
一
郊
の
人
の
生
活
が
先
に
よ
く
な
れ
ば
、
大
い
に
模
範

を
示
す
カ
が
生
ま
れ
、
ま
わ
り
に
影
容
を
与
え
、
他
の
地
区
、
他
の
単
位
の
人
々
を
見
習
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
な
れ
ば
絶
え
ず
波
が
押
し

寄
せ
る
よ
う
に
悶
民
経
済
全
体
が
次
々
と
発
展
し
、
全
国
の
各
民
族
人
民
が
か
な
り
急
速
に
豊
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
L

と
の
考
え
方
を
表
明
し

て
い
る
0

1

解
放
思
想
、
実
事
求
問
定
、
問
結
一
致
向
前
看
(
一
九
七
八
年
一
二
片
一
三
日
)
L

『
郡
小
平
文
選
ご
九
七
五

1
八
二
)
』
人
民
出
版
社
、

一
九
八
三
年
、

一
四
ご
頁
。

(
川
村
)

「
在
武
回
目
、
深
川
、
珠
海
、
上
海
等
地
的
談
話
要
点
(
一
九
九
二
年
一
月
一
八
日
i
二
月
二
…
臼
)
L

可
部
小
平
文
選
第
一
一
一
巻
ι
人
民
出
版
社
、

一
九
九
一
二
年
、
一
一
一
七
回
頁
c

49 

吋
人
民
日
報
』

一
九
九
四
年
六
月
一
一
一
一
一
日
υ

50 

を
ミ
p
h
p刊
誌
ぬ
足
む
さ

3
h
~
U
G
hケ
}
口
一
可

N
H
e

同由主

(
日
)

『
人
民
日
削
減
h

一
九
九
三
年
一
一
月
一
七
日
。

52 

『
明
報
』

一
九
九
一
一
一
年
一
一
月
二
九
日
。

53 

同
上
。

54 

高
原
明
生
「
中
国
の
財
政
・
租
税
制
度
改
京
の
政
治
経
済
1
1
1九
四
年
改
築
の
背
景
と
現
状
」
日
本
貿
易
振
興
会
、
近
刊
(
原
資
料
は
問
機
成

現
代
中
国
に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
財
政
関
係

一
五
七



一
五
八

法

新
的
財
政
体
制
改
革
対↑
広
東
的
影
響

党
校
論
壌

一
九
九
四
年
第
一
期
、
二
一
一
一
頁
)
。

55 

J
人
践
報
恥
(
呑
港
)

一
九
九
三
年
一
一
月
二
九
日
。

(
部
)

『
明
報
h

一
九
九
一
一
一
年
一
一
月
ニ
九
日
。

、n
i

f

問、υ

向
上
。

58 

九
四
年
の
税
制
改
革
に
関
し
て
は
、
時
部
総
「
『
一
一
一
中
金
融
関
』
後
中
共
財
税
総
(
金
融
機
制
改
革
探
討
」
吋
出
企
ハ
研
究
』
第
一
一
七
巻
第
一
二
期
、

九
九
一
一
一
年
一
二
月
、
師
向
窓
冊
一
由
・
緩
カ
勤
寸
中
関
財
政
税
制
改
蕊
の
重
姿
な
施
策
L
J
g国
経
済
』
第
一
一
一
一
一
一
九
号
、

一
九
九
四
年
一
一
一
月
、
郎
鋭
原
寸
削
到

中
北
ハ
叫
関
税
改
革
之
研
析
」
『
中
共
研
究
』
第
二
八
巻
第
四
期

一
九
九
四
年
間
月
な
ど
を
参
照
。

59 

S
-
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
、

M
-
ク
ロ

i
ジ
ェ
、
綿
貫
譲
治
(
綿
寅
譲
治
艶
訳
)
吋
民
主
主
義
の
統
治
能
力
』
ザ
イ
マ
ル
出
版
会
、

一
九
七
五
年
。

*
本
稿
作
成
に
際
し
て
高
原
明
生
氏
(
桜
美
林
大
学
)
か
ら
い
た
だ
い
た
資
震
な
コ
メ
ン
ト
に
感
謝
す
る
。

(
専
修
大
崎
経
済
学
部
助
教
授
/
筑
波
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
単
位
取
得
)


